
主要意見等の内容
対応方針案

（〇：会議中の発言、●：持ち帰り対応）

全般 計画全体 ―

施策間の連携が重要であり、これを見えるよう表現できないか。教育や福祉な
ど、社会問題に関する中間領域は多い。行政機構が分かれるからこそ、総合計画
では敢えて混ぜて書くことが、やる気のある職員の動きやすさにつながると思
う。

〇柱と柱の間を埋める表現については、各取組はどこかの施策に振り分けざるを
得ない部分もあるが、関連性の高い施策間では、それぞれのつながりを意識した
表現を加えるなどの工夫をしていきたい。

― 「主な関係課」とは、どういう基準で表示しているものか。
〇施策シートを実際に書いた課であり、教育委員会は入っていないのが現状であ
る。ご意見を踏まえて、持続可能な開発のための教育（ESD）についてどう扱うか
など、検討したい。

―
総合計画は最終的には冊子になると思うが、最近では、動画で見せるという手法
もある。

●総合計画の普及にあたっては、冊子の作成や配布に加えて、その内容を効果的
に周知できる手法を幅広く検討したい。

柱１ ―
「価値を高め発信するまち」の柱のもとでの施策の最終目標は、池田の人口増加
なのか。

〇池田市のいい話にも悪い話にも関わってくれる人を増やしたい。

柱１
（１）『環境共創』
のまちづくり

めざす姿
市民・事業者・行政が共に環境について学び…
　→市民・事業者・行政が環境について共に学び…
　という表現の方がわかりやすいのではないか（細かいことだが）。

●「市民・事業者・行政が環境について共に学び…」に修正する。

環境学習の推進
環境学習は、SDGsや社会課題についての学習になってきている。全施策に通じる
横断的なものとしてもよい。

●教育分野の議論として、健康福祉・教育部会での審議となるよう、同部会にお
ける対応方針案に以下のとおり回答を記載した。
「柱と柱の間を埋める表現については、各取組をどこかの施策に振り分けざるを
得ない部分もあるが、関連性の高い施策間では、それぞれのつながりを意識した
表現を加えるなどの工夫をしていきたい。」

主な担当課に教育委員会を含めておいて、施策の実施段階での連携ができるよう
にしておくべき。

池田市環境学習基本方針は、環境部環境にやさしい課と教育委員会学校教育推進
課が連名となって作成されており、全国的にもめずらしいものと思う。総合計画
でも課を連ねてほしい。

「① 環境学習の推進 ・ 環境学習基本方針に基づき、子どもを中心にあらゆる世
代へと波及していく仕組みづくりを行う。」の部分、波及するだけでなく、自分
事として（環境や池田を）とらえる仕組みづくりも行ってほしい。

●自分ごととして捉えることの重要性は認識している。具体的な文言を入れるか
どうかについては、検討する。

みどりの環境づくり
都市部で緑地面積を増やすというのは難しい。市民アンケートにおいても、五月
山や猪名川の自然が重視されている。生物多様性を保つというみどりと、まちな
かの憩い・安らぎのみどりを切り分けたほうがいいのでは。

●池田市環境基本計画（第３次）※策定中 において、身近なみどりを育むこと
や、五月山や猪名川の自然環境の保全について切り分けて取り組むよう検討して
いる。また、池田市緑の基本計画では、本市の緑は山の緑、里の緑、市街地の緑
により形成され、それぞれを育むんでいくことと定められている。

夏の暑さへの対応など、気候変動に伴う都市型災害への対策についてもふれたら
どうか。

〇気候変動の重要性は認識している。文言を入れるかどうかについては、検討す
る。

水辺環境の保全と活用についても記述が必要では。
●池田市環境基本計画（第３次）※策定中 において、水辺の保全と活用について
取り組みを進めていく方針である。文言を入れるかどうか、検討する。

「景観や環境の…」の文章の意図が理解しにくい気がする。

●「景観や環境の保全の取組」として、市街地からの眺望される五月山山系・山
麓の眺望景観の保全するために、市の五月山景観保全条例によって「景観保全区
域」を指定しており、条例に基づく制度を運用することで五月山での乱開発に規
制している。また、あわせて市民・市民団体などと連携を図りながら、五月山の
里山保全活動を協働で進めていく。

五月山が市民レクリエーションとしての機能を求められているので通常では樹木
管理もそちらに重きを置かれるが、保存樹木・保存樹林についてはレクリエー
ションとは違う視点から保存を進めていくということか。

●保存樹木・保存樹林の保存については「市街地の貴重な緑」として、条例に基
づき、市が指定した保存樹木・保存樹林を適切な維持管理を行うように保存樹
木・保存樹林の所有者に対して指導しているものであり、五月山の市民レクリ
エーションとしての市民との協働による樹木管理とは全く違うもの。

可能ならば一文が長すぎるのでもう少し短くわかりやすく記載してほしい。 ●他の意見等も踏まえて、わかりやすい表現を検討する。

脱炭素・循環型社会
の推進

環境省が提唱する地域循環共生圏というローカルSDGsの考え方も踏まえて、どう
いった地域内循環を目指すのか。また、脱炭素・循環型社会については、交通に
係る展望も示すのがよいのでは。

●本市の地域性に応じた地域内循環の検討を重ねていく。また、交通部局とも連
携を図りながら、電気自動車等の次世代自動車の普及促進や地域の多様な移動手
段の確保を目指した取組みも踏まえた上で脱炭素・循環型社会の構築を検討して
いく。

循環型社会に関する現状分析で、最終処分のフェーズのみを取り上げているのは
不十分だと思う。物質やエネルギーの循環という観点から、総合的に分析すべき
ではないか。そのためか取り組みの方針においても、循環という点で③の内容は
20年来言われてきたことから進歩が感じられない。

●ごみ処理施設の更新、及び焼却後の最終処分場の残余容量については本市にお
いて非常に重要な課題と現状であると認識しているところ。これに伴い、本市に
おけるごみの発生抑制と減量等の施策が求められており、取組の方針としても記
載を行っている。
エネルギーの循環については脱炭素社会を目指す上で重要な要素であり、2050年
二酸化炭素実質排出量ゼロの実現に向けて取組を進める必要がある。
今後もそれぞれの分野において、新たな取組の実施等について検討を行う。

「環境にやさしい設備の設置及び購入費用に対し て補助・助成を行うほか」この
表現が2回。対象がわからない。（せっかくなら市民向け（太陽光パネル等）、企
業向け（工場設備）の2つの認識をもって記載した方が良いのでは。）

●重複している項目を修正し、市民および事業者の環境にやさしい機器導入費用
を補助対象とするような表現を検討する。

「市内公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入を積極的に実施し、再生可
能エネルギー由来の電力の使用についても検討する。」の部分、なぜ進めるでは
なく検討するにとどまるのか。

●再生可能エネルギーの積極的な導入の重要性は認識しているが、各施設等での
再生可能エネルギー由来の電力の使用については、安定した供給や調達の仕組み
づくり等期間をかけ慎重に精査し検討して行く必要がある。

ごみの発生抑制とごみの効果的・効率的な収集・処理体制の整備は最終的な目的
は同じでも手段や行動は全く異なるので同じ文章でまとめると重要性が薄れるよ
うな気がする。個人的にはごみの発生抑制が肝だと考えているのでここを強調す
る、もしくは文章をわけるなどしてもいい気がする。

●池田市一般廃棄物処理基本計画において「持続可能な循環型社会をめざして未
来にのこそう環境にやさしいまち」を基本理念とし、ごみの減量及び適正処理の
確保等を目指しているところ。協調もしくは文章を分けるかについては検討を行
う。

市民の取組
「市民の取組」とありますが、環境共生はあらゆる主体の参加が求められますか
ら、「法人を含む池田市に関係するすべての個人の取組」くらいにしておくほう
が良いと思った。

●この計画における「市民」が、池田市みんなでつくるまちの基本条例で定義す
る「市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を有する法
人その他の団体」である旨を脚注等で説明することを検討する。

該当箇所

「価値を高め発信するまち」に関する主要意見等と対応方針案

●「主な関係課」は、計画書へ掲載しないことを想定しているため、各施策の
「取組の方針」の中で、組織内の連携とともに、施策間のつながりを意識した記
載をすることを検討する。

資料２－４



（２）地域特性を活
かしたまちづくり

全般
まちなかと細河地域の２種類となっており、施策の名称が「地域特性」となって
いるのだから、せめて、地域コミュニティ推進協議会単位での地域特性を書くべ
きではないか

●その為に地域別構想（地域ビジョン）があるのではないか。

めざす姿

「まちなかと細河地域が響きあい」の部分
細河地域の課題や、今後の成長性については理解できるが、めざす姿にここまで
地域名を得出しする必要があるのか。池田の各地域が相互に作用し～等でもいい
のではないか

●市街化区域と市街化調整区域との兼ね合いを表現していると思うが、そのよう
な池田市の特徴を捉えた地域関連性が表現出来れば良いのでは。

めざす姿の、「まちなか」に対する言葉が「細河地域」というのが、一般的な言
葉と特定の地域となっており、違和感がある

●市街化調整区域でも構わないのでは。

まちなかの魅力づく
り

柱１の「価値を高め魅力を発信するまち」を受けて、（１）～（３）が魅力で
（４）が発信となっているようだが、池田の魅力はこれだけか。（２）で域特性
を活かすとなっていて、細河とまちなか以外は魅力がないのか。コロナ禍におい
ては、良好な住環境が魅力で、それをアピールすることも攻めの姿勢となるので
はないか。

〇いわゆる「まちなか・いなか」に言及した施策である。住環境も同様に重要で
あるが、施策のマルチパーパスという側面と、施策を担う組織上の切り分けの側
面の両面を考慮する必要がある。

五月山などの自然に魅力を感じて転入してきた。細河地域に重点が置かれている
点が気になる。

〇2万haの半分が細河地域、五月山を含めた市街化調整区域である。開発できない
ことで自然が保たれている半面、農園芸の後継者不足が進んでいる。なんとか活
性化していきたいと取り組みを進めている。

市街化調整区域についての方針など、議論の土台となる部分はしっかりと踏まえ
ておきたい。

〇五月山も含めた市街化調整区域についての基本方針に基づき、地域の魅力を活
かした活性化をめざす。駅周辺については、市民等を巻き込みながら活性化を図
り、歩きたくなるまちなかづくりをめざす。また、その他のエリアについては、
池田らしい住環境づくりについて、景観上の観点からも取り組んでいく。

五月山や伏尾台を含めて「細河地域」で代表させているのかどうか、ということ
かと思う。

●総合計画のなかでは、細河と伏尾台をあわせて「細河地域」と表現で良いと考
える。

市独自の景観計画の策定に取り組むとありますが、景観行政団体にはならないの
でしょうか。近隣市はいずれも景観行政に熱心で、良好な景観で知られており、
事業者の取り組みも質が高くなっています。価値を高めることが目的であれば、
市の相対的な立ち位置を確認した上で、方針を定めるべきだと思いました。

●景観計画を策定することは景観行政団体になる事である。

細河地域の活性化

BOTAFESなど、若者を中心とした新たな取組みもされていたり、細河地域の棚田の
再生に取り組む（一社）シルバーバックなど、新たな取組みも産まれてきている
ことから、新たな若い芽が出だしている、という前向き内容を記載すべきではな
いか

●園芸農業や造園業の新たな担い手確保、その他細河地域で活躍する人材の創出
をめざし、新たな若い芽の後押し役となる旨の記載は可能では。

文章から推察すると地域コミュニティやまちづくりといった既存住民の中での活
性化に重点を置かれているが、市外や市内（たとえば池田駅周辺）の人々をター
ゲットにした活性化の視点が盛り込まれていてもいいのではないかと思います(遊
休地の市民農園などをイメージ）。(3)と重複するかもしれませんが。

●（３）の内容と重複。具体的には地域ビジョンで示されるものではないか。

市民の取組
市民の取組で、社会実験に参加するという記述がありますが、社会実験の企画立
案に関与すること、さらには主体となることも追加し、市の強みである地域の力
を引き出す方向を示されてはいかがでしょうか。

●表現としては現状のままで十分に意見の内容が含まれるものと考える。なお、
例としては、現在、官民連携まちなか再生推進事業のなかで、市民主体での取組
みをめざしているところである。

（３）都市活力の維
持・活性化

めざす姿

「細河地域や都市農地における農園芸が受け継がれ、」の部分、農園芸を特出し
する意図も十分理解できるが、受け継がれるべきものは他にもあるような…。目
指す姿としては、池田市全域の特色のある農産業が受け継がれ～くらいの書き方
でもよいのではないか。

●「市内の特色のある植木・農産物が受け継がれ・・・」との表現でも可と考え
るが、ご指摘のとおり、商工・文化・歴史など、その他にも受け継がれるべきも
のがあり、農産業以外のことも位置づけされるべきではないか。

農園芸の振興

農園芸についての記述を見ると、伝統的な産業からの大きな転換を目指している
ように思います。その方向は適切だと思いますので、めざす姿の記述は、「受け
継がれ」というよりは、新たな価値や技術を用いて受け継いできた農園芸を持続
可能なものへと変革された、というニュアンスが望ましいと思いました。

●そのような表現でも可。

商工業の振興
コロナ禍の影響が続いているが、石油の高騰など世界的な動向がダイレクトに影
響してコロナ禍以上の打撃となっている。

●石油価格の高騰を受け、国はガソリン価格の伸びを抑える対策として、小売価
格の全国平均が１リットル１７０円を超えた場合に、石油元売り会社などに補助
金を出し、軽油、灯油、重油を含む４種の小売価格の値上げ幅を最大５円程度抑
制する方針と聞き及んでいる。また、国は影響を受けた中小企業、小規模事業者
に対する資金繰りや経営に関する相談窓口を設置した。

通販利用が加速とあり、アマゾン等の通販サービスと十店舗といった対立構造を
意識されているかと思う。IT化が加速して、店舗を持たない事業者が多く生まれ
ているが、このような事業者を池田市としてどのように支援するか。また、いけ
だピアまるセンターは、他市にない良い施設だが、事業者同士の交流を支援する
などもできないか。池田から新しいビジネスやサービスを発信することにも直結
する。

〇「事始めのまち」を売りにしており、「事始め奨励大賞」を開催するなどして
いる。商業者支援については、戦略を練ってやっていきたい。

コロナ禍についてふれているが、5年計画でどういう位置づけるか。ウイズコロナ
の側面と働き方の変化などアフターコロナの側面がある。

〇5年経ってもなかなか回復しないなど、施策の対象によるかと思うが、意識して
全体での記述を見直したい。

「起業の促進」の部分に関連して、「こと初めのまち」として、起業しやすい
「環境整備」のようなニュアンスのことを入れると包括的でもあるが、よりリア
ルになるような。

●環境整備は一定整っているため、その先の支援が必要と考える。②商工振興の
３つ目の「創業」を「創業支援」に修正する。

点の4つ目、「工業団体との連携強化が課題となっている」について、工業だけで
なく「商工業団体」としてよいか。

●ご指摘のとおり「工業団体」を「商工業団体」に修正する。

商工業の振興については、大阪中心と空港に近い立地特性、研究機関があるこ
と、全般的に社会実験などを通じた地域解題解決・まちづくり推進が掲げられて
いることから、起業支援や地域課題解決型ビジネスの支援を②の３つ目の・に加
えてはいかがか。

●過去に地域課題解決型ビジネス支援の事業企画が商工部門で立ち上がり、進め
たものの、当時は、池田の規模ではビジネスとしての確立（支援後の将来の収支
自立及び需要増加の見込み）が難しいとの結論に至った。今回の計画に記載せ
ず、今後、需要環境が変化すれば、機を見て取り組んで参りたい。

勤労福祉の充実
現状と課題にある（勤労福祉）の記述は、ここに掲載するのが相応しいのだろう
か。3-(1)で扱う方が適当と思った。

●「勤労福祉の充実」に関しては、３－（１）「地域共生社会の充実」や４－
（４）「「危機への備え」の充実」に記載することも含めて検討したが、施策内
の他項目の親和性や施策ごとの文量などを考慮した結果として、現状は１－
（３）「都市活力の維持・活性化」に盛り込んでいる。今後の施策シートの調整
と併せて引き続き検討する。

サービス残業や不当解雇など、といった既存の労働問題だけでなく、uber eatsな
どにより広がるギグワーカー（インターネット経由で単発の仕事を請け負う労働
者）といった新たな働き方に関する問題についても、一言、追加すべきでは

●ギグワーカーについては、現在コロナ禍の影響から注目を浴びることとなった
が、今後５～１０年でも問題が顕在化しているままとは考え難い。計画に記載し
ないものの、担当課では、問題解決に向けて尽力する。

就労情報の提供や就労支援だけでなく、就労が困難な人々の雇用を促進する企業
や団体をサポートするような視点があってもいいのではないか。

●過去に地域課題解決型ビジネス支援の事業企画が商工部門で立ち上がり、進め
たものの、当時は、池田の規模ではビジネスとしての確立（支援後の将来の収支
自立及び需要増加の見込み）が難しいとの結論に至った。今回の計画に記載せ
ず、今後、需要環境が変化すれば、機を見て取り組んで参りたい。

市民の取組
「市民の取組」は、「市民・事業者の取組」にされた方が良いと思いました。内
容もそれに応じたものにされると良いと思います。

●この計画における「市民」が、池田市みんなでつくるまちの基本条例で定義す
る「市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を有する法
人その他の団体」である旨を脚注等で説明することを検討する。
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（４）シティプロ
モーションの展開

全般
プロモーションにより、観光客が増えることはよい方向であるものの、増え過ぎ
たり、観光客のマナーによってはオーバーツーリズムにもつながるため、住環境
と観光のバランスについて意識する内容を追記すべきでは

●コロナ前は、インバウンドが激増し、観光客によるマナーや地域住民に悪影響
を及ぼすような事例もあったことは認識しております。
一方で、今後、withコロナ期の新たな観光スタイル確立が求められる中、三密リ
スク回避のため、旅の少人数化や目的地の分散化が加速することが想定されます
が、本市は都心から近いにもかかわらず、五月山の自然や細河の植木産業、そし
て世界的企業家にゆかりのあるミュージアムなど、新たな観光スタイルに親和性
の高い、『安・近・短かつ、三密回避』と言った、観光の提供が可能なポテン
シャルがあるものと考えております。
今後、体験や本市の人との交流など、関係人口増加につなげるべく、単なる観光
客数の増加だけではなく、新たな観光スタイルに即した取組みにより、『質』の
向上を目指し、受け入れ側の本市住民の満足度向上にもつながるような形で、取
組みを進めて参りたいと考えております。

総じて、現状も取り組んでいることを改めて書いた感を受けた。具体的な案を提
示できないのが恐縮だが、もう一歩踏み込んでほしいな…と感じた。（そのため
には、対象がだれなのか（市民or市外の人）をもう少しはっきりさせて考えるこ
とが重要に思う。）

●「総合計画の下位方針としてシティプロモーション基本方針の策定を予定して
いる。その中で対象等を明記することを予定している」
●ワーケーション事業や、フードダイバーシティの事業については、今年度上期
はコロナの影響で観光がほぼストップしていたため、下期にスタートし、現在進
行形であり、今年度末にかけて、効果測定や今後に向けたひな形を作成している
段階にあり、数年のスパンで事業の方向性を見定める必要があるものと考えてお
ります。Withコロナ期の現在にあって、インバウンド等、短期の回復が見込めな
い中、2025万博に向けた『種まき』を行うことは重要であると認識しており、現
在行っている取組みが実を結ぶべく、進めていく必要があると考えております。
また、ご指摘の、『対象をどこに設定するか』についても、効果測定を行う中
で、事業の展開規模も含め見定めていく必要があると認識しております。

いけだの魅力発信と
ファンの創出

「主な関係課」とあるが、広報・シティプロモーション課と空港・観光課だけで
やるように見える。

〇行政評価の対象として扱いたいものを、施策の階層に位置付けている。併せ
て、横串となる「まちづくりの進め方」の中では、全施策の横断を意識した表現
をしたい。

いいところを伸ばすプロモーションもいいが、弱みを強みに変えるプロモーショ
ンが広がってきている。例えば、空家の活用や、農園芸の後継者不足を改善する
ためのリーディングプロジェクトなどに取り組んでいる自治体もある。観光資源
を見直すだけでなく、市民が生活の中で感じていることのくみ取りが必要では。

●池田市の強み・弱みを見極め効果的にPRする方針としている。弱みを強みに変
える取り組みもプロモーションになると認識しているが、まずは強みを前面に押
し出して魅力発信を行うことを想定している。
また、プロモーションの対象は観光だけではなく、子育て、教育、福祉、住宅な
どあらゆる施策がプロモーションの対象と考えているところ。

市のインスタグラムで、ニーズに即した市の魅力紹介が多くあった。池田の政策
など、ニーズとは逆の情報発信があってもよい。

〇政策的なSNS活用も進めていきたい。

内部広報と外部広報があって、内部広報は難しいが、その充実を明確に打ち出す
ほうがよい。その上で、どんどん外部広報を発信すべき。

●市外・市内の両方向へのプロモーション方針を策定のうえ、さらにターゲット
ごとのアプローチ方針を設定する予定

SNSと分けて書いてあるが、オウンドメディアとは具体的には何を指しているの
か。

 ●池田市観光協会ホームページや広報誌等のこと。

脱字だと思うが…「とりわけ、年代や目的などターゲットとマッチ情報発信が
…」「とりわけ、年代や目的などターゲットとマッチした情報発信が…」

●お見込みの通り。訂正する。

めざす姿に「五月山をはじめとする豊かな自然」と記載があるにも関わらず、取
組の方針には五月山についてなにも触れられていないのはなぜか。大阪よりわず
か電車で20分足らずで本物の自然のある市というのは貴重。空港機能に必要以上
に重きをおいた方針になっている点がひっかかる。
今後子育て世代を呼び込みたいのであれば、都市に近いにも関わらず自然あふれ
る環境をアピールすべきだと思う。

●本市の自然豊かな環境は大きな魅力と認識。当然、その魅力の発信は積極的に
行うことを考えている
●ご指摘の通り、めざす姿に、五月山の自然について触れられているにも関わら
ず、取組の方針には記載がない状況であり、少し言葉足らずになっているかなと
言う印象は持っております。当部としては、観光コンテンツや立ち寄りスポット
と言う意味で、ソフトでの部分で五月山の自然を活用するという観点を盛り込む
かどうか検討して参りたいと考えております。

「～さらに世界的企業家等の起業家精神の醸成を図りながら、～」の部分、前後
の文脈的に、なぜここに起業家精神がくるのかがわからない

●現在、取組みを行っている都市型ワーケーションのコンセプトが、まさにこの
『世界的企業家等の起業家精神醸成を図る』と言う形で、起業家精神を学び、新
たな発想やチームビルディングにつなげるような要素を取り入れているため、こ
のような記述になったものです。前のご質問であったように、五月山に関する標
記など、若干クッションとなるような表現を挟んで、トータルでまとまるような
文言に落とし込むことが可能か、検討いたします。

「広報誌や各種刊行物の内容を一層充実させ、～」この辺りの広報に関すること
は、現状でもある程度やっていることばかりのようで、「市としてより市民活動
の様子をキャッチし、発信する」のような、より前向きな表現があったらよいの
では

●ご指摘の内容を含む方向で記載を検討する。

関西は、至る所に著名で高質な歴史・文化があり、差別化が極めて難しい地域だ
と考えている。そのため、伝える内容の本質の理解や、価値を与えるための視点
の設定が重要だと思う。そこで、情報収集と整理の充実、専門性の高い職員の育
成なども方針に加えると良いと思った。

●伝える内容等については関係課とも協力して工夫していきたい。
●様々な行政需要に応えるための人材の育成について、「まちづくりの進め方」
で表現する。

内外のプロモーションを図って、交流人口を増やす視点も捉えるのであれば、市
外の人の意見も踏まえるべきではないか。

●シティプロモーション方針策定に関するアンケートを実施し、市外の方も含
め、広くウェブアンケートや転入者アンケートを実施した。同方針にはそれらの
意見を取り入れるとともに、常に市外の方の意見等を収集し、魅力発信に努め
る。

「住みやすい」が82%は誇るべき。「日本でいちばん住みやすいまち」などの打ち
出しはよいかと思う。また、「住み続けたい」が74%、こちらは未来に向かう部分
であり、脅威に立ち向かう姿勢が重要。例えば空き家の増加は住み続けたいまち
であることを脅かす由々しき問題であるので対策する、など。インフラの老朽化
とメンテナンスが大変なことになっているので、日本のリーディングケースとし
て、住み続けていけるようにしていく。

●課題を解決する施策も魅力であるし重要と考える。そういった取り組みがなさ
れれば積極的に発信していく。

住みたい・住み続けたい、と、訪れたい・行ってみたいは、一括りにすべきでは
ない。

●実際にプロモーションを行う際には、それぞれの目的やターゲットに即した表
現等を行う。記載についてはご指摘の内容を踏まえて検討する

既存の観光資源を活かす外向きのプロモーションだけでは、住民は不安になる。
●市外・市内双方への魅力発信が必要と考えているところ。そのような内容を含
む方向で記載を検討する

住みたい・住み続けたいまちであるために、民間主体のエリアマネジメントの考
え方を持つ必要がある。

●民間媒体を活用しながら積極的に発信していく。
●エリアマネジメントを含めた全施策を通じる官民連携についての考え方を、
「まちづくりの進め方における「みんなで取り組むまちづくり」に記載する。

魅力発信とファンの創出はいい。トポフィリア（生まれ育った場所へのこだわ
り）的なものかもしれないが、市民が池田を好きで、ファンであるといい。

●新たなファン獲得と同様に既存のファンも重要と考えており、市外・市内双方
への魅力発信が必要と考えている。

池田の外に住んでいる立場から、池田、川西、箕面など北摂のまちはどれも素晴
らしい。その中からひとつ選ぶとなったときに、客観的にみて池田が他より優れ
ているというものが、シビックプライドに結び付くよう打ち出せるといい。

●魅力を発信するうえで、ただ魅力を発信するだけでなく、どのような人がどの
ような恩恵を得られるのかがイメージできるような発信に努める。

人口が減っていないことの要因を踏まえて、プロモーションにも結び付けていく
必要がある。

●国勢調査の結果を見ると、人口減となっている市が多い中、本市は増となって
いる。そういったこともアピールに努める。

市民の取組
市民の取組には、池田市を遊び尽くす、楽しむといった趣旨の記述もあると良い
と思った。楽しさがなければ、その先の発信、愛着と関心の向上はないと思われ
るので。

●ご指摘の内容を含む方向で記載を検討する。
●ご指摘の通り、楽しむと言った要素は重要であると認識しております。本市に
は、遊園地や大規模な公園と言った、超レジャー施設と言うものは無いため、自
然・食・体験や、地元の人との交流と言った、『池田で過ごす時間を楽しんでも
らう』という発想が重要だと考えております。その上で、次の訪問にもつながる
ような愛着・関心や、ＳＮＳ等を通した発信につなげていきたいと考えておりま
す。前のご質問でもありましたが、年齢層・居住地・国籍等、楽しんでいただく
ターゲットをどこに設定して、どのような満足を提供するか？そういったペルソ
ナの設定を現在行っている取組みの結果等を踏まえて、設定してまいりたいと考
えております。
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主要意見等の内容
対応方針案

（〇：会議中の発言、●：持ち帰り対応）

全般 計画全体 ―
現状・課題について、数値を示すなど定量的な記述等が必要ではない
か。

〇本編は、なるべくシンプルで分かりやすくしていきたい。別冊か巻
末かは未定だが、エビデンスとなる資料を示したい。

― 方針の記述について、新規・継続の別がわからない。
〇「充実」などは、既存のものについての表現、「図る」などは、新
たに企図する表現など、表現上の統制をとって、凡例等で説明するこ
とを考えている。

―

現状・課題に即応した取り組み方針が記述される立て付けとなってい
るが、取り組み方針が課題の裏返しに止まって、むしろ課題より抽象
的な表現になっているものも散見される。具体的な方策がみえるよう
にされたい。

―
課題でリアルな問題提起がされているのに、取り組み方針にその対応
策が明示されていない。

―
毎年の予算においてPDCAをまわすということだが、議会だけではな
く、そこに市民の声が入らないのか。

〇市民の声を聴くための取組としては、まず、コミュニティ政策に力
を入れる方針のもと、市長自身が直接地域の声を聴く機会を確保して
いきたいと考えている。また、地域への職員の配置なども行いたい想
いがある。

―
文章の書き方の統一について。
ところどころ「ですます」調になっている。

●文体の統一を図る。

柱２ ―
専門用語に説明が必要。医療型児童発達支援センターと児童発達支援
センターの違いや、つながりシート、児童家庭相談の具体的な内容な
ど、市民はわからない。

〇用語説明や脚注などで対応していくことを予定している。

柱２
（１）子ども・子育て支援の充
実

全般
子ども・子育て支援というなかで、子どもの権利条約を踏まえた、
「権利の主体者としての子ども」に係る記述が必要ではないか。

●「取組の方針」欄に、「子どもの生活や成長を権利として保障する
観点から、子ども一人ひとりの現在及び将来を見据えた対策を実施す
る。」という記載を追加。

母子包括支援
母子包括支援について記述があるが、父親についての記述がない。育
児介護休業法の改正もあり、男性の育児参加の視点は重要。

●「母子包括支援」→「子育て世代包括支援」に書き換える。

発達支援
課題に「医療型児童発達支援センターがない」とあり、取り組み方針
に「児童発達支援センターにおいて～」など、現状・課題と取り組み
方針で整合がとれていないように見えるものがある。

●医療型児童発達支援センターは本市内にないことは事実であるが、
取り組み方針との整合性を図り、かつ現状求められている課題をより
具体的に示すことのできる記載に改める。

障害の早期発見とあるが、行政目線である。その子の特性としての障
害があって、子どもやその親が生きづらさや育てづらさ、不安を抱え
ている。それに寄り添い支援する態度が、まず必要である。

がんの早期発見と同様な形での表現とすべきものではない。

就学前教育・保育、放課後児童
就学前教育については、「しっかり体を使って遊べること」が重要で
あることに留意されたい。

●これまでもそのように取り組んでいるところ。
幼稚園型認定こども園では、幼稚園教育要領に基づき、各園にて運動
遊びを取り入れるなど工夫して取り組んでいる。

就学前教育・保育と小学校との連携とあるが、小学校がほしい情報と
就学前教育・保育側で伝えようとする情報にギャップがある。行政が
スムースな橋渡しの役割を担ってほしい。保護者のニーズが多岐に渡
る現状において、それらの情報が適切に伝わっていれば、入学当初に
信頼関係を構築してスムースな受け入れにつながる。

●従来から就学時には、各就学前教育・保育施設から「指導要録」を
送付しており、指導要録には、園児の発達の状態を小学校との共通の
視点である「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」を基準と
しているところ。

また、就学前には近隣小学校の教諭と５歳児担任とで面談形式の引
継ぎを行っており、保護者対応の情報等も伝える機会を確保している
ところ。

市内の公立小学校以外へ就学する子どもについては引継ぎの機会が
ないことが現状の課題と認識。
●教育委員会においては、就学前の子どもを含む小中一貫教育に取り
組んでおり、就学前と小学校・義務教育学校へのスムーズな接続のた
めに、日頃より行事や研究会を通して教職員間の連携を深めていると
ころ。今回のご意見を参考に、今後も取り組みを継続していく所存。

子どもと子育てを守る環境
「子どもの貧困対策に資する取組」について、もっと具体的に記述で
きないか。相対的貧困について着目する必要もある。

●「取組の方針」欄④の５番目の項目を「成長段階に応じた切れ目の
ない支援を行うとともに、経済的困窮を背景とした、教育や体験の機
会喪失や、地域社会からの孤立を招くことの無いよう、支援の優先度
の高い子どもに必要な支援が届くよう子どもの貧困対策の取組を推進
する。」に修正。

柱４との関係もあるが、子どもが巻き込まれる犯罪や事故などについ
て、触れておくべきではないか。「命を守る」という文言が必要。

●「（１）子ども・子育て支援の充実」という施策の中での「子ども
と子育てを守る環境」であり、「守る」の意味するところは、日常生
活の基盤を整える「支援」のニュアンスが強く、社会的にも問題と
なっている福祉的な課題や取組みを主に掲げる箇所と考える。

子どもが巻き込まれる犯罪や事故等については、柱４の「地球環境
と調和する安全・安心なまち」の「危機根の備えの充実」にある（地
域の防犯・防災）の中で掲げ、膨らませる方が、有効かつ具体的な取
組みにもつながると考える。
※参考（幼児保育課所管内容）

キッズゾーンの設置（大津市保育園児死傷事故）、保育施設等の防
犯対策（宮城県登米市認定こども園不審者立入事案）
●各学校において防犯訓練、安全教育の充実を図り、施設面において
も防犯対策を強化するなど学校安全を推進する。
下線部を追記とする。
取組の方針 ③子どもと子育てを守る環境づくり ・児童虐待に対応
する専門職や職員の体制強化を進め、多様な機関との連携のもと子ど
もの命を守ることを第一に早期発見・早期対応に努めるとともに、虐
待の発生予防策を充実させる。

独自指針として、セーフティプロモーションスクールの認証制度を整
備し、3年計画・ローリングによる評価を行っている。学校安全推進
の先進的な取り組みとして示していくべき。

●現在、市立学校において、S.P.S.の指標に基づく内容に関しては、
地域学校ごとの実態に合わせて行っている。今後も、S.P.S.含め学校
安全推進の先進的な取り組みに関しては、各学校に周知し、活動の参
考として示していく。

放課後児童対策の充実とは、受け入れ人数のことだけを指しているの
か。学童保育所の運営側はたいへん苦労されている。質的な充実につ
いて言及すべきではないか。

〇子どもが被害者となる犯罪などの点も含めて、トータルな放課後児
童対策を考える必要がある。放課後児童教室キッズランドには、留守
家庭児童も参加するなど、教育とのマッチアップも進めていく。
●国が平成３０年に発出した「新・放課後子ども総合プラン」におい
て、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごすことができる学校を
積極活用した総合的な放課後児童対策の必要性について明記されてい
るところ。

本市においても、留守家庭児童会（放課後児童クラブ）の量的拡充
はもとより、教育委員会と総合的な放課後児童対策の在り方について
連携してまいる所存。

なお、留守家庭児童会の質の向上については、「取組の方針」の③
にて記載している。

市民の取組 「時代」という文言は「次代」の誤りではないか。 ●「時代」を「次代」に修正。

市民の取組の２つ目と３つ目の・は、違いがよくわからない。
わかるように表現を改めた方が良いと思った。

●同一の内容であるため、２つ目の記述「地域全体で子どもたちが健
やかに育つよう見守る。」を削除。

「子どもと大人の未来を育てるまち」に関する主要意見等と対応方針案

該当箇所

〇取り組み方針については、なるべく具体的な表現に努めたいが、予
算との連動を図ってPDCAサイクルを回していくこととしており、その
なかで、短期的な視点での時代即応は図っているので、基本計画は5
年間の方針としての表現としている。

●障がいの早期発見は早期に療育を開始するためにも必要として記載
した。しかし、ご指摘のとおり、大切なのはその先の支援であるた
め、方針としては療育・発達支援の充実等の文言に記載を改める。
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（２）学校教育の充実 全般

学校教育の充実という施策名になっているが、学校以外の教育を捉え
る必要がある。子どもの数が減っているのに、不登校は増えていると
いうことを受け止めて、学校が対応できていない教育の領域があると
いう捉え方をすべき。

●不登校児童生徒の増加に伴い、教育委員会の適応指導教室やフリー
スクールへ通所する人数も増加している現状がある。一人ひとりの児
童生徒に対するきめ細かな支援をはじめ、不登校児童生徒の社会的自
立に向けた取組の充実や関係機関との連携を引き続き行っていく。

SDGsの目標すべてを掲載して意味があるのか。仮にすべてを掲載する
にしても、「ESDを重視」などが読み取れるべき。

●１７の目標を精査し、削減したところ。

教育内容 不登校をいじめや虐待などと並列で表現すべきではない。
●スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは、学校で起
こる不登校、いじめ、虐待等の様々な課題のあらゆる局面で心理面、
福祉面の専門家として支援を行っているところである。

子どもにアレルギーがあっても、安全で、安心してみんなで同じ給食
を食べられるようにしてほしい。

●現在、給食センターで対応可能な方法で実施しているため、今後も
現状の方法で給食の提供を行っていく。

教員の負担が増える記述が散見される。研修など、必要と負担の両方
を考慮されたい。

●会議や研修について、内容・回数の精査、オンライン実施・紙面実
施の検討等、負担軽減に向けた取り組みを進めていく。

学校安全と食育をひとくくりにするのは無理がある。学校安全、保
健、給食は別。

●相互に連携し実施していくものと考える。別だしでも問題はない。
●ご指摘の通り、安全と食育を分離して考える。

教育内容の充実やいじめ対策など、ずいぶん取り組んできているはず
なので、それを踏まえて、もう一歩先を目指すといった記述が必要で
ある。

●ICTの活用等今後取組みを進めていかなければならない施策もある
が、子ども達の実態を踏まえた上で、これまでの様々な取組みを継続
するとともに、池田の全ての子どもたちが、健やかに成長するために
地域全体で子どもを育てていく体制づくりも必要と考える。

リアルなコミュニケーションは減少しているかもしれないが、「子ど
も同士のコミュニケーションが不足し、多様な体験を積み重ねる機会
が減少」の表現でよいか。

●現状として、このような状況があるのは事実と認識。

「子どもに体験が求められている」との課題があって、取り組み方針
でそれを受けていない。

●自然体験等の加筆をする。

外国人の子どもに関しては、子どもだけの問題ではなく、親がコミュ
ニティから疎外されたり、子どもに配られたプリントが読めなかった
り、といったことがある。

●通訳の派遣や翻訳したプリントの配付をおこなっているところ。

学校教育を支える地域づくり
取組の方針③は、ほそごう学園の取組を他の学区にも広げようとされ
ているのか、ほそごう学園内での取組をさらに増やそうとしているの
か、どちらか。

●ほそごう学園の取り組みを他の学園にも広げようと検討していると
ころ。

市民の取組

市民の取組一つ目が「など」で終わっており、それらにどのように関
わるのか不明。文末は、行動を表す言葉とするのが良いと思った。ま
た、学校教育を支援する活動に参画するとあるが、もう少し具体的に
書く必要があると思う。それとも、池田市民であれば、この活動が自
明なのか。

●文末等文言について検討する。地域の方々とともに子どもたちを育
てていければと考えている。（例えば放課後学習教室など、地域の方
にも一緒に入っていただき子どもたちと関わりを持っていただければ
と考えている。）

― ―
外国人に関しては、届く情報が非常に少ない。コロナ禍での不安も大
きかったと思う。多言語対応など、インクルーシブという視点につい
て、計画全体で捉えておくべき。

●池田市国際交流センターでは、外国人市民に必要な情報を分かりや
すく届けられるように、各種ガイドブックの配布やFacebookによる情
報発信を多言語ややさしい日本語で行っている。今後もセンターをPR
することで、外国人市民が必要な情報を得られるようにしていく。
●ご指摘の通り、子どもたちや保護者に必要な情報が届くようと努め
て参ります。

外国人は増えていて、不便・誤解・差別に地域で対応していく必要が
ある。外国にルーツのある子どもの文化を紹介する機会を設けること
で、相互理解に繋がるのではないか。

●池田市国際交流センターでは、地域における相互理解を目的として
外国人市民を主体にした多文化共生イベントを実施してきた。今後
も、外国人市民と日本人市民が交流できる場を設けていく。
●各校で、外国の文化にふれたり調べたりする等、国際理解教育に取
り組んでいるところ。

教育環境
教員志望者が減少しているのは、ブラックな職場という評価のため。
労働時間を減らすなど、働き方の改善が必要。

●教職員の職場環境の改善に資するため、校務支援システムの導入
や、定時一斉退勤日・学校園閉庁日の設定、少人数学級や専科指導実
施のための人材配置など、長時間勤務縮減に向けた働き方改革を推進
している。今後も継続的に進めていく。

（３）生涯学習活動の推進と郷
土愛の涵養

社会教育の振興
生涯学習機会の拡充はよいが、機会があれば選び取ることができる、
というものでもない。キャリアコンサルティング的なニュアンスで、
市民が悩んでいることに対応するといった記述ができないか。

●キャリア形成支援については、主として厚生労働省の管轄であるた
め、担当窓口に関する適切な情報提供に努めるとともに、大学等と連
携し、多様化する働き方やライフスタイルの変化に合わせた学び直し
の機会を幅広く提供していくことが重要であると考える。

児童館等に大幅な更新が必要とあるが、建て替えると捉えてよいか。
●市全体の公共施設マネジメントを進めていくなかで、建て替えも含
め、あらゆる可能性を検討していく。

ボランティアが減っており、活動の先細りや後継者不足が進んでい
る。「学びと活動の好循環」のなかで、また、教育において、学んだ
ことを共助に生かす視点を含められたい。

●「共助」という視点に関連して、近年、地域社会におけるソーシャ
ル・キャピタル（社会関係資本）の重要性が指摘されている。社会教
育・生涯学習の分野でも、教育委員会に配置されている社会教育主事
を中心に、地域において活動する多様な人材が連携・協働できる体制
を構築することで、地域課題の解決を図っていくことが重要であると
考える。
※ソーシャル・キャピタルとは、人々の協調行動を活発にすることに
よって、社会の効率性を高めることのできる「信頼」「規範」「ネッ
トワーク」といった社会組織の特徴を指す。

学校教育との連携の面で、スポーツや芸術などの部活動をボランティ
アに支援してもらえると、教員の負担軽減にもつながる。市民の力は
探すと埋まっていることも多い。そのような取組は発信力も大きいと
思う。

●ボランティアについては大変貴重な存在と考えているが、ボラン
ティア前提で考えると現在の教師の負担を誰かに転嫁しているだけの
構図であり、本質に変化はなく周りへの波及も少ないと思われる。部
活動を地域に移行させる取り組みについては、賃金（謝金）が発生す
る活動として位置付け、その中で熱意がある方を発掘していくととも
に、適切な受益者負担の方法についても検討していきたい。
※部活動の地域移行については、生徒・教員・保護者など多様なス
テークホルダーが存在することから、教育委員会全体で検討する必要
がある。

歴史・文化資源の保存・活用

 伝統行事の継承については、市の関与は薄いものとなっているが、
covid-19の影響で継承の危機にある場合は、何らかの支援が必要な場
合もあるかもしれない。そのための現状把握のような取組は行わない
のか。
また、他の施策ともコラボレーションし、取組の一層の充実を目指し
てはいかがか。例えば、3-(1)の多文化共生社会づくりと連携し、他
文化を理解することで、池田を深く理解することにつながると思う。

●担い手の高齢化や価値観の変化などにより、伝統行事の継承は大変
脆弱なものになっており、それらの記録は必要である。
他方、直接的に行政が関与するのではなく、地域の人にその大切さ
と、取り組みの在り方を、地域の意見を尊重しつつ啓発してくことが
大事だと考える。

（４）文化・芸術・スポーツ活
動の振興

スポーツ活動 eスポーツについて、含めておく方がいいのではないか。

●eスポーツを既存のスポーツに包含することについては、依然とし
て議論の必要があると考える。計画中には「ニュースポーツ」という
文言もあり、この概念の中でeスポーツのあり方についても検討して
いきたい。

コロナ禍のため、人が多い環境だとスポーツ活動もあきらめることも
ある。身近に活動できる環境を増やすなどが必要か。

●現在、当市では既存の施設が飽和状態になりつつあり、そもそもス
ポーツができる環境が多くはない。学校の体育館やオープンスペース
なども活用しながら持続可能なスポーツのストックマネジメントを検
討していきたい。

ボール投げができない公園も多い。

●都市公園におけるボール遊びは禁止していない。
公園では子ども達が安全に楽しく利用するため,利用上、他の利用者
に支障となる「危険なボール遊び」は禁止している。
危険なボール遊びとは、
利用用途：硬式野球やゴルフの練習などの行為
公園規模：小規模公園内で他の利用者と混在する場所での行為
利用状況：年齢層の違う子ども達がいる中での行為
など状況に応じて危険と判断する行為については禁止看板を掲げて注
意喚起している。
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主要意見等の内容
対応方針案

（〇：会議中の発言、●：持ち帰り対応）

全般 計画全体 ― やはり、ある程度数字がないとわからないし、議論もしにくい。
●どこまで具体的な数字を記載するか、全体を通して見て、数字がないと分かり
にくい、説得力に欠く、または数字があることでより読みやすくなる部分につい
ては、記載を検討する。

― 市としての問題分析を開陳した記述に努めて、施策の納得性を充実されたい。
●問題分析に対応した取組の方針とすることで、論理的な施策を展開できるよ
う、現状と課題を再確認する。

― あたり前なことが書かれているだけにならないように。 ●一般論ではなく、池田市独自のことが書かれているか改めて点検する。

―
現状と課題の小見出しはなくすとのことだったが、なくなると何のことかわから
ないものが散見される。

●小見出しがあることが前提となっている文章が多いため、記載方法を検討す
る。

柱３ ― 二次医療圏、市民が分からない。

●(1) 「取り組み方針」の「② 地域医療体制の充実」の第３項目について、下記
のとおり修正
「市域のみならず、豊能二次医療圏における各診療所との連携強化に努める。」
(2) 「二次医療圏」の説明については、欄外の用語説明で対応

― フレイル、レスパイトケア、市民が分からない。 ●用語説明や脚注などで対応していくことを予定している。

―
健康いけだ21や地域医療の機能分担のメカニズム、レセプト、市民が分からな
い。

●「健康いけだ21」をはじめ、市民に馴染みのない言葉などについては、必要に
応じて注釈や用語説明などを記載する。（総合政策部マター）
●(1) 「地域医療の機能分担のメカニズム」の説明については、欄外の用語説明
で対応
●用語説明や脚注などで対応していくことを予定している。

柱３
（１）地域共生社会
の実現

全体
目指す姿にある「人権文化の高まり」といった表現が、施策名称に使えるとよ
い。

●特に柱３において、人権に対する意識は重要なことと考えている。「地域共生
社会」という用語には、一定の意味付けがなされていることから、柔軟性、即応
性のある施策体系とする観点からも、ご指摘のような表現の仕方を検討する。

外国人の災害時対応だけでなく、高齢者や障がい者の非常時対応や交通弱者につ
いての記述がない。

災害弱者の対応に関しては、避難行動要支援者への対応が進んでいないと聞いて
いる。高齢者や障がい者、子育て世帯などが安心して地域で暮らせるということ
は、それぞれで記述するより横断的に扱うほうがよい。

柱４の（４）に④をつくって記述するのも一案。

自助・共助・公助といった視点から、「地域共生社会」の施策として扱うことも
ありうる。

●地域生活環境・まちづくり部会へ移管し、審議する。

ソーシャルキャピタルの醸成という視点になるかと思う。
●ソーシャルキャピタルが高い企業や組織ほど事業等を円滑・効率的に進めやす
いと言われているので、地域のつながりを強めることは重要であると考えてい
る。

自分らしく生きるためには、意思を表現できる必要がある。成年後見制度など権
利擁護について、ここでふれておくべき。

●「ダイバーシティ社会」実現のために、行政が実施すべきこととして、マイノ
リティへの支援やマジョリティへの啓発があるものと考えている。
●成年後見制度など権利擁護についての記述は必要と認識。どの項目に記載する
か検討する。

権利擁護についての地域理解も重要。

●「ダイバーシティ社会」実現のために、行政が実施すべきこととして、マイノ
リティへの支援やマジョリティへの啓発があるものと考えている。
●成年後見制度など権利擁護についての記述は必要と認識。どの項目に記載する
か検討する。

地域共生社会の意味の広がりを表現できる施策群を集約する方がいい。男女共同
参画の表現も狭く古い。一人ひとりの生活を、助け合い支え合うなども記述され
るべき。

●年齢・性別・国籍・性的志向等に関することも含め幅広く多様な人々を包摂し
た「ダイバーシティ社会」実現のために、行政が実施すべきこととして、マイノ
リティへの支援やマジョリティへの啓発があるものと考えている。
●５年後にも違和感のないよう、時代に即した記述となるようにしたい。

関連する分野別計画などに、「第３期池田市地域福祉計画」を加えるべきではな
いか。「地域福祉計画」は、まさに「地域共生社会の実現」に向けた計画であ
り、現在、第４期池田市地域福祉計画を策定中。

●第2回目の資料において「第4期池田市地域福祉計画」を既に加えている

人権文化の醸成
人権文化の醸成の現状・課題に新たな法規制などの必要性が記述されているが、
取組の方針で受けていない。

●今後の法改正等への対応については、都度対応していきたい。

人権文化を醸成しようとすると、教職員等の負担を考慮する必要はあるが、学校
教育との連携も要るかと思う。池田市として、子どもの時から副読本などを用い
た進んだ人権教育を行っている、ということが表現できるとよい。

●教育委員会としては、教育活動を通して人権教育を行っているところ。
※学校教育については、別途（２）で記載している。

いま気づいていない人権問題についても含めるため、学んでいく、とどまらない
姿勢を示すほうがいい。

●今後発生する課題については、社会全体の課題認識等も踏まえ適切に対応して
いきたい。

男女共同参画の推進 性の多様性について、男女共同参画の中で扱うのはどうかと思う。
●ご指摘のとおり、性の多様性理解や啓発については、①人権文化の醸成 人権
啓発、人権擁護に含まれるものであり、②からは削除する。

「性」についての正しい知識とは、思春期の性教育ということで記述されている
のか。また、正しい知識とは何を指すのか。

●性的志向・性自認（性同一性）に関する社会的な理解を深める意味合いで記載
しているもの。

女性の問題に関わる相談とあるが、女性だけでいいのか。LGBTQを含めた扱いにす
る必要があるのではないか。

●大阪府等や近隣市の動向を見ながらLGBTQも含めた相談体制について検討して参
りたい。

男性の育児参加など、現状と課題に対になる表現がない。女性の貧困やDVなどと
表現されているが、女性の側からの精神的なDVも増えている。取組の方針は性別
にかかわらない表現となっている。

●男性の育児参画を促すことの重要性は認識しており、現状では女性の貧困や女
性に対するDVが大多数を占めるが、今後は男性に対するDV相談体制の構築につい
ても検討が必要と認識していることからこのような表現となっている。

男女共同参画は、女性が低く扱われている状況を男性並みにする、というものだ
とすれば、ジェンダーレスといった内容は別に扱うべきではないか。

●男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進めることは、男女だけではな
く、年齢・国籍・性的志向等に関することも含め幅広く多様な人々を包摂し、全
ての人々が幸福を感じられるインクルーシブな社会の実現につながるという観点
から記載している。

男女共同参画は、女性側をよくしようということではない。男性の働き方を変え
ないといけないし、あくまで両性の問題。男性的な働き方ができる女性しか活躍
できない、という社会ではない。

●固定的な役割分担意識にとらわれず、様々な活動ができるような社会制度や慣
行の在り方について、各種セミナー等を通じ啓発していく。

アファーマティブアクション（積極的格差是正措置）については、LGBTQから考え
ていく方がいい。

●性別や人種による差別に対する措置については、対象範囲の多岐にわたること
から、相談体制の充実に努めていく。

多文化共生社会づく
り

現状、多言語による相談件数は2年間で延べ34件と少ない。窓口の周知がされてい
ない。また、いきなり公的機関に相談というのはハードルが高い。中間的な機能
があればいいと思う。

○4月に石橋駅前に開設予定のダイバーシティセンターが国際交流センターの役割
を引き継ぎ、取組を拡充していくこととしている。

交流の場は大事だが、現在、国際交流センターで実施している日本語教室は、市
民と会話しながら勉強するというかたち。きちんと語学として身につけたいニー
ズに応えていないので、すぐやめていく。

●国際交流センターでは、現在生活に必要な日本語を交流しながら学べるような
教室を実施しているほか、中級レベル向けの日本語教室も実施している。

「危機への備え」で扱うべきかもしれないが、災害時に情報が伝わりにくい人へ
の情報伝達はどこで検討されるのか。

●地域生活環境・まちづくり部会へ移管し、審議する。

市が配布している外国人市民に向けた暮らしの情報冊子に魅力を感じない。予算
も減っているようで、カラーから白黒になった。

●暮らしの情報は、広報いけだの記事の中から、身近な記事を抜粋し、ボラン
ティアの協力を得て発行しているもの。魅力的な紙面になるよう工夫して参りた
い。

「いきいきと暮らし続けられるまち」に関する主要意見等と対応方針案

該当箇所

●３つを一連のものとして、地域生活環境・まちづくり部会へ移管し、審議す
る。
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国際協力について学ぶ機会を提供するとある、誰を対象としているのか不明。 ●市民や子どもを想定しているところ。

包括的な支援体制の
構築

現状と課題に取組の方針で書かれていることの必要性を記述するべき。経済的な
困窮や社会的孤立が要因のひとつとなって、複雑で対応が困難なケースとなって
いて、縦割りの行政では解決できない、ということである。

●他項目とのバランスやボリュームを勘案しつつ、わかりやすい記述を検討す
る。

自殺防止が唐突に記述されている。現状で包括支援体制の中に入っているのかわ
からないので、説明が必要。包括的な支援体制については、もっと他に記述すべ
きことがたくさんある。

●自殺の原因は様々であり、多機関の連携による包括的支援体制による支援が必
要と認識。

「個々の生活状況を把握し」との記述があるが、把握できていないから初めて行
うように読める。生活保護のワーカーが実際に行っていることだ。

●今後も継続的に把握に努め、より深く細かく把握するという主旨で記述してい
る。

自殺対策について、唐突に出てきた項目という印象があるが、頭出しすべきなの
かどうか検討が必要。

●自殺の原因は様々であり、多機関の連携による包括的支援体制による支援が必
要と認識しており、その旨の説明を加える。

（２）高齢福祉の充
実

全般
「～づくり」「～の充実」に努めているといった表現が散見されるが、行政とし
てではなく、現状を説明されたい。

●「〇〇という現状があり、行政として〇〇に取り組んでいるが、〇〇が課題」
ということが、わかりやすいような表現にできるだけ改める。

2025から2034の10年間で、団塊の世代の後期高齢者が85歳以上になって、これが
市民の何%になる。個人の努力もこのように必要となる、といったことを、現状と
課題で書いてはどうか。

●数字があることでより読みやすくなる部分については記載の有無を検討した
い。

（２）（４）の中で、予防が重要としている。認知症対策などにおいて、ICTやAI
など新しい技術を活用して仕組みの中で対応しないと、対応すべき人が増えて、
対応できる人が減る時代。国が「デジタル田園都市国家構想」を進めている、市
がソフトバンクと連携しているといったことも踏まえて、積極策を。

●具体的な記述までは難しいが、ICTなど先進的な技術・仕組みを取り入れて対応
することを検討する。

池田市の地域包括ケアシステムの取り組みは充実していると思うので、それを
謳ってさらに前進させるとの表現を。

●地域包括ケアシステムは構築途上であり、さらなる充実が必要と認識。そのた
め、記載のとおり包括的支援体制の充実を目指し、関係機関や団体等との連携・
ネットワークの強化を図る。

現状と課題で「生活習慣病の重症化を予防」とあり、取組の方針で「生活習慣病
や認知症を予防」となっている。

●生活習慣病や認知症の発症・重症化を予防することが重要と認識しており、そ
のことが理解できるような表現に改める。

救急体制、診療体制の充実により、万が一の時の安心を高齢者に与える、といっ
た記述は必要ないか。これは子育て支援でも同じ。3-(4)、4-(4)に対応する記述
があるが、連携して目的を達成する姿勢を表現することも大切だと思った。

●救急体制、診療体制の充実は、高齢者に限らず市民全体の安心につながる事項
のため、３（４）への記載を検討。高齢者にとって医療・保健・介護の連携は重
要なものと認識しており、下位計画である高齢者福祉計画・介護保険事業計画に
おいて記載している。

（３）障がい福祉の
充実

全体 目指す姿に差別や理解についての記述があるが、取組がない。
●「取組の方針」として、障がい者への理解の促進と差別解消に関する取り組み
（啓発）について記載する。

もう少し実態に即した現状・課題を。困りごとをサービスにつなぐ仕組みが弱
く、サービスも不足しているなど。

●「〇〇という現状があり、行政として〇〇に取り組んでいるが、〇〇が課題」
ということが、わかりやすいような表現にできるだけ改める。

めざす姿で、バリアのない住み慣れた地域とあるが、それを実現するための取組
方針が4-(1)で示されるだけで、ほとんどの環境が対象外となっている。4のどこ
かに追記するか、このパートのどこかに記載すべき。また、怪我により一時的に
身体に不自由が生じた場合や、高齢化による身体機能の低下のことも想定した記
述をどこかに加えるべきだと思った。

●ソフト面でのバリア解消については、「取組の方針」として、障がい者への理
解の促進と差別解消に関する取り組み（啓発）について記載する。

社会参加の拡大
障がい者就労は、通勤がハードルが高いが、コロナ禍でリモート就労の環境が整
備されてきた。そうした変化を記述しては。

●時代の変化に対応した様々な就労形態についても、研究していく姿勢を示した
い。

市でフルリモートで対応できる業務はないか。
●市におけるフルリモート業務は現状ないが、障がい者雇用を行っている事業者
において、作業の説明等リモートを導入している事例があることは聞き及んでい
る。

学校教育を終えて社会に出るときに必要な支援につながっていない、リアルな記
述がない。社会参加ができていない人が多い。

●他項目とのバランスやボリュームを勘案しつつ、「〇〇という現状があり、行
政として〇〇に取り組んでいるが、〇〇が課題」ということが、わかりやすいよ
うな表現で記述する。

優先調達の推進 施策の目的のもとでの手段レベルであり、法に基づくあたり前のことである。
●「現状と課題」として挙げている就労支援体制の推進に対する「取り組みの方
針」の記載がないため、それを加えるとともに、「優先調達の推進」はそのひと
つの手段としての記載とする。

（４）保健・医療の
充実

健康づくりの推進と
生活習慣病の予防

現状・課題に健康意識が高いが運動不足が多い、とあるが、方針に運動不足は言
及されていない。が、運動不足が多いというのが課題でいいのか。精査された
い。

●運動不足は、個人の問題であり、方針では「市民一人ひとりの主体的な健康づ
くりへの取組みの支援として情報提供を行う」と記載し、言及している。

意識啓発や情報提供レベルの内容では、ヘルスプロモーションの考え方における
行政の役割を踏まえた記述となっていない。例えば、運動が自然にできる環境づ
くりなどについて記述されたい。

●健康に配慮したまちづくりにも言及。また、介護予防教室のプログラムを活用
した自主グループの立上げなど啓発・情報提供レベル以上も記述している。

啓発と意識付けを現状の延長線上で行うとなっているが、内閣府が進めているPFS
（成果連動型民間委託契約方式：Pay For Success）など、今までにないやり方も
検討できないか。

●健康づくりだけでなく、総合計画全般の手法として位置づけるものと考える。

新型コロナウイルス感染症について、現状には違いないものの、5年計画の課題と
してよいか。

●新型コロナは、リモートをはじめ人とのかかわり方など今後の生活スタイルに
も影響を与えるものであり、課題として取り上げても問題ないかと考えます。

地域医療体制の充実
急速な高齢化や生活習慣病の増加……の文章について、「急速な高齢化に対応す
る適切な医療サービス」と読めるので意味が分かりにくい。文法的な整理が必
要。（どの単語がどこに係るのか誤解のないようにお願いしたい。）

●(1) 「現状と課題」の「（地域医療体制）」の第３項目について、下記のとお
り修正
「急速な高齢化や生活習慣病の増加、また、少子化における出産や子育て支援な
ど、求められる医療が変化していく中、必要とする医療サービスが適切に受けら
れるよう、医療体制の充実が求められている。」

医師・看護師といったリソースの不足や、賃金アップの必要など、課題はない
か。

○働き方改革の問題はあるが、ここでは医療体制全体のこととして、機能分化と
連携のもとで体制を保つ、という記述としている。

医療体制や、専門外来機能を充実させるとあるが、具体的な方策がないため、実
現可能性が感じられない。例示するなどの工夫が必要だと思った。

●(1) 「取り組み方針」の「② 地域医療体制の充実」の第１項目について、下記
のとおり修正
「市立池田病院において、救急医療、小児医療及び周産期医療などのいわゆる政
策医療が安心して受けられる医療体制、また、求められる医療需要に対応した専
門外来機能を充実させる。」

医療保険制度の安定
的運営

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」の記述があるが、「（２）高齢
福祉の充実」のシート内の記述との整合を。

●3(2)の「①元気高齢者」では、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施」という表現を使用していないものの、その取組について記述している。

感染症対策の推進 体制づくりの課題に対応する取組の方針がない。
●「体制づくり」とは、予防接種を速やかに実施できる環境づくりと近隣市や保
健所などの関係機関との連携を指すので、取組の方針に記載があると認識。

現状と課題をなぞっただけの取組の方針になっている。そもそも感染症対策は、
池田市の施策なのか、医療体制のもとで行うことではないか。

●意見のとおり、本市の施策とは言い難いが、公衆衛生の観点から、関係機関と
の連携を図りながら進める必要があると考える。

柱１
（１）『環境共創』
のまちづくり

環境学習の推進
環境学習は、SDGsや社会課題についての学習になってきている。全施策に通じる
横断的なものとしてもよい。健康福祉・教育部会に移管するか？

●柱と柱の間を埋める表現については、各取組をどこかの施策に振り分けざるを
得ない部分もあるが、関連性の高い施策間では、それぞれのつながりを意識した
表現を加えるなどの工夫をしていきたい。

（地域生活環境・まちづくり部会からの意見）
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主要意見等の内容
対応方針案

（〇：会議中の発言、●：持ち帰り対応）

全般 計画全体 ―
（柱１で扱う「価値」に、「住みやすさ」を捉えるべきではないか、との意見に
ついて）

〇「住みやすさ」については、4つの柱全体で、また、横串となる「まちづくりの
進め方」において表現していきたい。

―

市民意識調査結果に現れる、住民がいいと思うところは、目立つところや身近な
ところになるかと思うが、数値的には下位であっても、人が担っているところに
いいところは多いように思う。「住みやすさ」は、地域団体や市民団体の活動が
担っている点も重要。

●「住みやすさ」に関し、地域団体や市民団体の活動が支える部分は多いものと
認識している。この点を踏まえて「まちづくりの進め方」における「みんなで取
り組むまちづくり」の記述を検討する。

―
池田の中に住んでいると、いいところを言語化できていない気がする。何を以て
住みやすさと考えるかは、包括的で難しい。

●「池田市のいいところ」は、自然環境、安全・安心、交通の利便性、景観など
の様々な要素が考えられ、これらを一言で表すのは困難と考えている。「全施策
を通じて住みやすさを向上させる」というニュアンスを表現していきたい。

―
市民意識調査を踏まえているというものの、将来世代である18歳未満を対象とし
ていないので、年配者に偏っている。また、コロナ禍前の調査となっているので
はないか。

〇１８未満の意識については、全ての年齢の網羅はできていないが、中学生アン
ケートを実施しており、その結果を反映させていきたい。また、調査時期とコロ
ナ禍の関係については、昨年９月からという、コロナ禍中での実施となったた
め、むしろ安全や健康などが重視される傾向として、その影響があった可能性が
ある。

― 施策の記述のレベル感が揃っていない。 ●計画全体の調整を進めるにあたって、施策や取組の粒度の統一に留意する。

― 施策の名称に「充実」が多い。 ●施策の内容を端的に表す表現としてより適切なものがあれば、適宜修正する。

―
SDGsを大事にしているまちなので、ダイバーシティとインクルージョンについて
は、重視されたい。

●すべての市民が社会の対等な構成員として暮らすダイバーシティ社会の形成に
向けて、必要な施策を進めて参りたい。

柱４ ―
人口減少の大きな課題に関して、インフラ系はダウンサイジング目線で揃った記
述となっているのか。

〇横串のこととして、自治総合部会でご検討いただく。

―
国のバリアフリー計画で、ハードのインフラからソフトインフラにシフトしたと
なっているが、あまり書かれていない。ぜひ盛り込んでほしい。

〇平成18年からの交通バリアフリー計画に基づいてハードの整備はだいたい終
わった。令和2年のマスタープランに基づいて、今後、民間事業者を交えて取り組
んでいく。サイン・看板など、多言語化についても考えていきたい。

柱４
（１）道路・公共交
通の充実

道路整備と維持保全

道路の維持保全に優先順位を設けるとしているが、廃道や放置をする道路がない
のであれば、交通量や老朽化の度合いを把握し、全ての道路が健全さを維持する
ためのマネジメントを実施する、というような記述が正しいと思います。一方
で、道路を減らす予定があるのであれば、そのことを記載すべきだと思いまし
た。

●道路には、舗装、橋梁、地下道、擁壁、照明、反射鏡、防護柵等の多岐にわた
る構造物があるが、それら全てを維持保全する必要があり、各施設の点検によ
り、健全、予防保全段階、早期措置段階、緊急措置段階等に概ね区分されるとこ
ろ。また、全ての施設が健全である状態を維持したいところではあるが、管理施
設数が膨大であることから全施設の健全維持は困難なところ。
早期措置段階や緊急措置段階に加え、通学路、緊急交通路、避難路等を基に順位
付けをしたうえで、効率的かつ効果的な対応を進めていくことが重要と認識。道
路廃止については、施策として実施していないことから記載は不要。

公共交通体系の整備

「地域公共交通計画に基づき」とあるが、単に下位計画に委ねたとするだけでな
く、まだ形になっていない新技術の書き方は難しいかもしれないが、国が用いて
いるモビリティやシェアリングエコノミー、地域内発電といった具体的な文言で
記述すべき。

「地域公共交通計画に基づき、公共交通に係わる実証実験などを通じて、地域の
特性に応じた交通の在り方を示し、交通ネットワークの充実を図る。」部分は、
MaaS的なことでしょうか。情報通信技術を活用した交通ネットワークの充実を図
るとしてもよいのかもしれません。

公共交通については、質・量のどちらの充実を考えているのか。
〇高齢化によって利用が低下し、バスの減便につながることがないよう、バス停
までの移動の充実を図りたい。

市民は、民間と行政で公共交通を担っていることを意識していない。民間は永遠
に撤退しないと思っていて、さて撤退となると、行政の怠慢だとなる。廃路線と
いったことの先に行政が何をするのかが重要。公共交通の縮小は、ニーズに即し
た多様化と表現すべき。

●公共交通維持について、市民の意識を高めることは重要であると認識している
ところ。「公共交通の縮小」は、民間公共交通事業者の撤退による利便性の低下
を意識して表現したもの。行政としては、「公共交通は都市の装置である」との
認識の基、令和３年度策定予定の地域公共交通計画に基づき、各地域に適した利
用しやすい公共交通ネットワークを構築していく取組の方針を示している。

バリアフリーを推進されるとのことですが、4-(2)では建築物のバリアフリーが住
宅に限定されています。一定の水準で整備が済んでいるという認識でしょうが、
バリアフリーの常識は日々変わりますので、公共建築物のバリアフリーも進め
て、宅地も道路もバリアフリーを目指し姿勢を示すべきだと思いました。

●バリアフリーの推進に関しては、4-(1)及び4-(2)で市の取組方針を示したも
の。4-(1)では、バリアフリー基本構想の見直しにより、道路・公共交通機関の施
設のバリアフリー化及びユニバーサルデザインに配慮した整備を推進していく姿
勢を示したもの。

（２）快適な住宅・
住環境づくり

全体

空地計画が重要だと考えています。将来の公共施設の建替用地、災害時の身近な
拠点、場合によっては社会実験の拠点、街の風通しや日当たり確保の場など、何
もないことが重要な場合もあります。多様な視点からの検討を行う必要性も記載
すると良いと思います。

●空地、空家等の低未利用地は今後増加傾向にあり、池田市立地適正化計画にお
いても、都市のスポンジ化問題の対応策として低未利用地の利用及び管理に関す
る指針を示しているところ。防災、環境、景観、活性化等の各種施策を進めてい
く中で低未利用地の活用は有効であり、その活用方策を分野横断的に検討してい
くことが必要である。

市独自の景観条例制定に向けて取り組まれるのであれば、それに応じた記述が
あっても良いのではないかと思いました。

●「住環境」の中に景観保全の要素も含まれている。

良好な住宅ストック
の供給促進

高齢化で池田駅周辺のマンションへの市内移住が進むなど、地区ごとでの、人口
の過密・過疎の極端化が進んでいると思うが、自然の流れに任すのか、なんらか
アプローチを考えているのか。

〇小学校区単位で地域ビジョンを策定しようとしており、そのなかで考えていく
こととしている。

良好な住宅ストックに関しては、省エネやカーボンニュートラルに関する内容が
薄いと思います。社会的に大きな課題なので、総合計画ができると同時に時代遅
れにならないような対応が必要だと思いました。

●「住宅の省エネ化」を記載している。カーボンニュートラル等に関する内容に
ついては個々にではなく、全体的な方針の中で示されるべきではないか。

空き家の適正管理と
利活用の促進

空き家の除却について、他の施策シートにもあった。防災力の強化にもつながる
など、他の項目に関わるものは、その関係を考慮した表現とすべき。

●都市防災機能の充実にもつながるため、追記する。

空き家の適正管理について、空き家率の高まりや今後の増加は、日本全体共通の
課題であり、そのなかで、池田市の課題は何なのか記載すべきでは？
空き家期間が長い物件が多いのか、空き家バンク登録数が非常に少ないことが問
題はないのか、所有者不明物件は多いのか、など、「空き家が増えてきているか
ら利活用促進する」だけでは、一般論にしかなっておらず、池田市としての具体
的な課題および取組み方針が見えてこないと感じます

「～の指導や意識啓発を行う。」について、誰に対してがないので抽象的になっ
てしまい、もったいなく感じた。現状の空き家の保有者はもちろんのこと、今後
空き家となりそうな世帯（高齢者世帯等）への情報提供も行っていってほしい。

公園・緑地の利活用

不勉強のため、公園・緑地の統廃合はあまり聞いたことがないが、廃止された公
園・緑地の後の利用について言及すべきかと思う。後利用のイメージもないまま
に放置するのは非常にまずいだろうし、住民ニーズを踏まえるという点では、前
後比較ができる必要があると思う。

●公園の機能の再編や配置を計画する中で、廃止ありきではない。ただし廃止の
場合は住民ニーズを反映した上で、例えば、他の公共施設として利用する等検討
した上で公共施設としての利用等がない場合は、売却し、必要な公園の質の向上
のための費用に充てるなど考えていきたい。

該当箇所

「地球環境と調和する安全・安心なまち」に関する主要意見等と対応方針案

〇新技術の導入に対応について柔軟に対応できるような表現にしたもの。具体的
に国が明確な方針を示しているものについては、敢えて外すということはない。

●池田市の空き家の課題として、相続登記や名義変更がされずに放置されている
ものが多いこと、市外に住む空き家の所有者が多いことが挙げられます。そのた
め、市外に住む方も含めた所有者の意識の涵養と理解増進を図ったうえで、適切
な管理や利活用を促進していくことが必要であると考えており、具体的には第２
期池田市空家等対策計画の中で明確にします。
今後空き家となりそうな世帯への情報提供について、具体的には第２期空家等対
策計画の中で記載する予定です。
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（３）上下水道の充
実

全体
広域化やダウンサイジングなど、規模を小さく効率化することを入れておく必要
がある。

〇「下水処理の再構築」といった表現としている。処理場が小さく更新の余地が
ない。技術によってダウンサイズしていく。広域化の話はしているが、府から少
し待ってほしいと言われているところ。

安全で安定した水の
供給

取組の方針①に優先するとの記述があるが、先行するとされた方がよいと思う。
そして、先行しなかった部分をどう進めるのかを示すべきだと思う。

●管路更新については、通常の老朽管更新に加え、重要給水施設管路の更新は毎
年継続して行っている。また、対象管路については、耐用年数を超えた管路の中
で優先順位を付けて行っており、同レベルの順位の場合は、重要給水施設管路を
優先しているということであり、先行とは意味合いが異なっている。

市民の取組

市民の取組については、上下水道側の押し付けのような記述になっているように
感じる。そうならないために、現状と課題で経営状況の悪化をしっかりと訴え、
市民と行政が将来の上下水道を共に考えなければならいないことを示す必要があ
ると思う。自助・共助・公助に関しては上下水道だけの話ではないので、総論は
別のところに記載し、ここでは特に上下水道に関して行うべきことを示すべきだ
と思った。

●更新すべき資産や耐震化等の防災対策については、経営戦略に基づき事業を進
めており、その財源についても中長期的な見通しを持ちながら経営を行ってい
る。公助の部分では補完できない部分について自助・共助とセットで市民と共に
行っていかなければならない。日頃から広報を充実させて市民に上下水道を知っ
てもらう機会をつくり、市民にあたりまえにあるインフラについて関心を持って
もらうことが重要。市民の取組４点目は次の通り表現を変えても良い。
「・渇水・浸水など防災について関心をもち、日頃から非常時に備える意識を持
つ。」

（４）「危機への備
え」の充実

全般
防災力を高めるだけでなく、災害時の応援、避難者の受け入れ、災害時ボラン
ティアの育成など、「助ける側」に関する記述が必要。

〇応援・受援体制についての協定など考えていきたい。
●②都市防災機能の充実の２段落目内にて、応援受援体制の整備を記載していま
す。東日本大震災の規模となれば、都道府県が主体となり、カウンターパート方
式（大阪府は岩手県を支援）にて対応しました。

他地域が被災した場合の援助や、被災者の受け入れ等に関する記述は必要ない
か。また、援助の受け入れ態勢も同様に必要ではないか。おそらく消防では計画
もしているし、日々、活動を改善していて、支援や受援の機会もあったと思う。
しかし、一般市民には見えていないことが多いと思う。これから発生する災害
は、市内だけで完結するものではないだろうから、市民に知ってもらい、防災意
識を向上し、市の総合的な防災力を向上させるためにも、記載される方がよいと
思う。

●他地域における大規模災害時には、緊急消防援助隊の派遣、給水、災害廃棄物
処理、仮設風呂の設置、復興支援のための職員派遣など、当時の市HPや広報等で
記載していました。

災害抑制、避難行動、被災後の復旧復興に対しては、地域のことを事前にしっか
り学習しておくことが有効だと考える。ハザードマップの周知はもちろんだが、
その他の危険、地歴、被災した場合に関係する主な制限などを学ぶ場が設けられ
ると良いと思った。

●コロナ禍前は地域の防災訓練や、出前講座など、個々の地域の特性に応じた注
意する点などを定期的に実施していました。なお、令和４年３月にハザードマッ
プを改訂し、全戸配布して周知します。

地域の防災・防犯
人口減少が進む中で、自主防災会ができたとしても活動ができないところも出て
くる。なるべく助け合いのネットワークを強化することを意識した表現が要る。
防災力を高められる地域とそうでない地域の格差が生じる。

〇市全域で同じような質とすべきだが、なかなか難しい。消防と消防団の顔の見
える関係をつくっていきたい。

都市防災機能の充実
福祉避難所については、災害時にキャパシティが足らない点など、明記したほう
がよい。

●池田市地域防災計画記載のとおり、公的施設の避難所としての利用拡大等、受
け入れ確保に関する考え方を記載したいと考えています。

要配慮者対策など、インクルーシブな災害対策の視点は重要で、福祉避難所につ
いての記述の欠落はよくない。

●要配慮者の支援体制と避難施設の環境整備の記載に含んでいますが、わかりに
くいため指定福祉避難所を含む他の避難施設（指定一般避難所、指定緊急避難場
所等）も含めて記載したいと考えています。

国や府に治水対策等を要望するとあるが、猪名川の洪水対策を考えているのか。
●猪名川流域全体の治水安全度向上に向けた河川改修の一層の促進を要望するも
のであり、浸水被害の低減を図るため、洪水に対応した機能の強化に関しても含
んでいる。

柱３
（１）地域共生社会
の実現

全体

外国人の災害時対応だけでなく、高齢者や障がい者の非常時対応や交通弱者につ
いての記述がない。
災害弱者の対応に関しては、避難行動要支援者への対応が進んでいないと聞いて
いる。高齢者や障がい者、子育て世帯などが安心して地域で暮らせるということ
は、それぞれで記述するより横断的に扱うほうがよい。
柱４の（４）に④をつくって記述するのも一案。

●避難行動要支援者の名簿更新と新たに対象となった方への個人情報の同意確認
を毎年実施している。
 個別避難計画の策定も地域の協力を得ながら少しづつ拡大しているところ。
「危機への備え」の中で要配慮者の記載をしていますが、外国人旅行者や日本語

を話せない方などの長期避難の場合とは状況が違ってくると考える。

（健康福祉・教育部会からの意見）
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主要意見等の内容
対応方針案

（〇：会議中の発言、●：持ち帰り対応）

全般 ― ―
「優先」という表現については、「先行」としたほうがよい。「優先」とすれ
ば、他はやらないと捉えられる。特別な予算を手当する先行的整備と、管理水準
を踏まえた適宜整備の両方が必要。

― ―

「優先」という言葉が使われていることがあるが、できるだけ全体を対象とした
計画や手当のルールがあって、先行するという表現（内容）にされた方がよいと
思う。優先事項が定まれば、効率的に課題が減少するといった印象があるのだろ
うが、優先事項を選択するための手順は、検討項目の絞り込みであって全体最適
に近づくものではない場合が多いと思う。本当に効率化し、市民の納得も得たい
のであれば、多少面倒であっても、検討範囲を広げて最適化し、実施順序を決定
するというルートが望ましいと思う。

― ―

市としてのミニマムの設定が必要で、優先＝他の切り捨てとなってはいけない。
削る・切るが強調されると、だいたい誰もが削られる側だと感じる。ミニマムを
明らかにすることで、安心感につながる。SDGsの誰も取り残さない、何とかする
水準。

〇国がフルセットからの脱却といっているが、みんなで取り組むことにより、圏
域行政や機能分化も含めて、広域的にフルセットに近いかたちを保っていくこと
もあり得る。そうした姿勢も総合計画かいずれかの計画等で触れていきたい。

― ―
切る・削るから転換して、計画通りやれば面白くなるといった、やる気の出る計
画にしてほしい。

●前向きでわくわくするような計画にしてほしいという意見は他部会においても
頂戴している。池田市らしさや良いところの創出と発信につながる取組の具体化
の根拠となる計画とすることを心掛けたい。

― ―
行政の権限行使に係るものも含めて、すべての政策・施策に市民参画と協働の余
地があることを踏まえてほしい。

●まちづくりの進め方において、すべての施策を貫く考え方として「みんなで取
り組むまちづくり」を挙げているので、その理念があることが伝わるよう表現を
工夫したい。

― ―
複数の施策をコラボさせ、取組の一層の充実を目指してはいかがか。方法として
は、関連する施策という欄を設けて施策番号を記載しておくなど。 

●複数の施策のコラボは、重要な視点だと認識している。より多くの関係者を巻
き込むことができるような施策の関連付けは効果的だと思う。

― ―
施策シートで何度も「市民」という表現があるが、地域や団体が欠けているよう
に感じられる。

〇6次総計では、小さな行政といった考え方のもとで地域分権制度事業をつくり、
メインは市が行い、細かいことは地域が行うという立て付けであったが、7次総で
は、地域分権制度については表に出さずに総合計画とは別にやっていきたい。
SDGsの考え方のもとで、みんなで地域をつくる流れとなっている。
〇地域コミュニティの発展を願っているが、自治会加入率が低い。民生委員など
が声を出せる場など、総合計画のなかでふれていきたい。
●この計画における「市民」が、池田市みんなでつくるまちの基本条例で定義す
る「市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を有する法
人その他の団体」である旨を脚注等で説明することを検討する。

― ―
４本の柱の順序について、基本的施策に価値を付加、高める施策という位置づけ
のものであるとするならば、柱の順序は、柱２⇒柱３⇒柱４⇒柱１がいいのでは
ないか。

●「価値を高め発信するまち」の位置付けについては、ご意見のとおりである
が、現状では特に強調したい施策として、これを１本目の施策の柱とする案にし
ている。読み手から見た理解のしやすさなども勘案しながら、引き続き検討す
る。

柱３
（１）地域共生社会
の実現

男女共同参画の推進 法律があるとはいえ、男女の別でいうのは、古い。国より先行して変えるべき。 〇ご指摘を踏まえ、可能な限り前向きな表現を検討していきたい。

まちづく
りの進め

方
全体 ― 施策シートと言葉のレベルを整理すべき。 ●計画全体を通して言葉のレベルを整理する。

（１）SDGsの推進
ESG投資には経営を挙げて叫ばれているところだが、SDGsは2030年になったら見事
に達成できているというものではなく、だんだんぼやかして2040，2050の目標と
して見直されていくもの。ポストSDGsへの変化等への即応性が必要ではないか。

●ご指摘のとおり、時間の経過とともに、新たな課題や目標の発生は当然考えら
れるため、SDGsも見直されていくものと考えている。SDGsには一人一人が取り組
み、実践していきながら、ゴールに近づくことが重要であると捉えている。

自治体経営を国際基準で進めるのはよいことだ。

SDGsは最低条件として捉えて、その先を描いていくべきもの。

ウェディングケーキモデルがいちばんわかりやすいと思っているが、自然資源の
上に人間社会があり、その上に経済がある。「統合的に」となったのはわかる
が、踏まえられたい。

●自然環境なくして人間社会や経済は成り立たないというご指摘だと思う。SDGs
における環境、経済、社会の３側面を考える際に留意したい。

（２）みんなで取り
組むまちづくり

「行政」の中に、指定管理者など専門的な部分を民間が担っているものが増えて
いるなかで、プラットフォームというのは難しい。

〇プラットフォームビルダーの考え方は大事だと思っている。

外部専門人材をどう活かすか。分野横断で縦割りでスムースにいかないところを
改善するか。

●外部専門家との共創、協働は各事業において実施しているケースもあるが、政
策立案の段階においても同様の取組ができると良い。

情報の公開と発信は、意識して使い分けられたい。
●情報公開は市民の権利として充実させるべきものであるので、情報発信とは使
い分けたい。

行政が「プラットフォームビルダー」としての役割を果たすための具体的な取り
組み、仕組み、事業などはどのようなものを想定されているのか。（例えば、施
策の柱１－（２）の「官民連携のエリアプラットフォーム」など？） 

「新たにまちづくりに参画する人や団体を増やす」ために、多様な主体と情報等
を共有するための取り組み以外には、どのような取り組み、仕組みなどを想定さ
れているのか。（前述のプラットフォームビルダーとしての役割とも関連するか
と思うが） 

「みんなで取り組むまちづくり」の実現に必要と考えられる中間支援機能につい
ては、総合計画上ではどのような位置づけになるのか。 

●中間支援機能に関する総合計画上の位置付けとしては、「みんなで取り組むま
ちづくり」の中に、その理念として「プラットフォームビルダーの役割」や「み
んなの連携の促進」などの表現を盛り込んでいる。

社会課題解決のプロトタイピングと社会実験の場を提供するよう努力すること
も、プラットフォームビルダーとしての市の役割に加えてみてはどうか。
複雑化する社会課題に対してはこうした取り組みが重要とされているし、すでに
いくつか取り組みをされているようなので、それを見える化し拡大させるという
意味もある。

●自治体として、フィールドを提供することは一つの重要な役割と考えているた
め、見える化することで周知をはかり、人を呼び込むきっかけにしたい。

「つながりの強化」は、すべての施策で重要だが、施策の柱で特に記載がない。
何を見ればいいのか、どういうことをするのかがわかると、住民も一緒にやって
いける。

〇総合計画では、大きな視点として記載し、下位の具体的な計画や施策・事業に
おいて、具体的な記載としていく。

「つながりの強化」に関しては、住民自治サイドの施策の波及効果を常に意識さ
れたい。

●市民が自発的にやりたいと思える動機付けや仕組みをつくることで、広く市民
に波及していくものと考えている。現在「市民の取組」としている枠を「みんな
で取り組むこと」という主旨と捉えた上で、そうした動機付けや仕組みを示して
いきたい。

「まちづくりの進め方」・「評価に基づく進行管理」・「施策の重点化」における主要意見等と対応方針案

該当箇所

●限られた予算と人員の中、優先順位を付けざるを得ないこともあるが、市とし
ては全体最適化をめざすべきなので、誤解のないような表現としたい。

●SDGsをベースに池田市ならではのSDGsを実践していくことが重要だと考えてい
る。

●池田市SDGs推進プラットフォームを立上げるため、11月にステークホルダーの
皆様にお集まりいただき会議を開催したところ。プラットフォーム設立の目的
は、SDGsの達成に向けた行政・企業・団体等による幅広い活動の推進のため、
SDGsの達成に向けた活動に取り組んでいる、または関心を持っている会員同士の
交流や情報交換を通じて、各々の活動の活性化を目指すとともに、地域課題の解
決を図ることとしている。
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地域住民・住民団体、また企業・民間団体といったコーポレートシチズンなどの
役割が分かりやすく記述されているのがよい。例えば、道路アドプトを引き受け
る主体となるくらいのことを示してもよい。

●行政からの依頼ではなく、「みんなで取り組むまちづくり」の理念が伝わるよ
う、誰もが主体となって考えられるような記述とし、「市民の取組」の件も更新
していきたい。

（３）持続可能な都
市経営

「負担の先送り」など後ろ向きな表現が多い。
〇将来世代への負担については、人材、働き方、ハードの老朽化など、様々な側
面がある。これらへの対応については市民に分かりやすく表現していきたい。

単年度決算で今だけ・今年だけ・自分のところの会社だけ、ではいけない。行政
経営は将来世代に波及的に責任を担うべきもので、無限責任経営である。将来世
代への贈り物などに表現も検討されたい。

将来世代への負担は金だけではない。ズタズタな社会システムを残してもいけな
い。

制度資本、環境資本を残すという表現があってもよい。

優先・先行とはコストだけではない真の合理化ということで、例えば、人口構造
に即して公共施設を再配置することなどである。

●公共施設等に関しては、行政として提供すべきサービスの量及び質を維持しな
がら、公共施設等の総量を縮減し、民間施設の配置状況も踏まえた最適な配置を
図っていきたい。

環境・制度・アーバンインフラといった資本、さらには社会関係資本（ソーシャ
ル・キャピタル）など、21世紀型の資本の概念、コストダウン以外の事業の合理
化を図る必要がある。

〇金以外の資本に関して、金に換算すると大事なものを無くしていると感じるこ
ともある。

プロジェクトごとに分野横断して取り組むという視点を。
●新たな課題や社会的なトピックスは複数の分野にまたがる複合的な問題が絡ん
でいることが多く、既存の枠組みでは対応が難しい場合もあるため、分野横断型
の事業をプロジェクトとして位置付ける必要もあると認識している。

災害時にどうするかというまちづくりの予測、起こった時にできていたことがス
トップし、SDGsのいくつもが危機になった状態でのレジリエンスを根底に据えて
ほしい。

●災害時の行政の機能維持については、総合計画との両輪の関係にある池田市国
土強靭化地域計画をはじめ、各分野別計画でその方針を記載しているところ。現
状の施策体系では、「地球環境と調和する安全・安心なまち」における施策シー
トの取組方針にその要素を盛り込んでおり、横串として「まちづくりの進め方」
内に位置付けてはいない。

評価に基
づく進行

管理
全体

ＰＤＣＡサイクルを基本とした施策の管理・効果の検証を担保するための具体的
な仕組み（庁内体制・庁外を含めた体制等）はどのようなものを想定されている
のか。特に、「Action」の部分、検証結果を施策・事業等のブラッシュアップ、
スクラップ＆ビルドにどのようにつなげていくのかが気になる。

●庁内における評価としては、毎年度の施策評価に加え、最終年度には市民意識
調査結果も踏まえて総括を行い、また、外部からの評価としては、市民意識調査
に加えて、内部評価の総括を踏まえた池田市総合計画審議会での評価を予定して
いる。そして評価の結果は、毎年度の予算編成に活用する他、最終年度の各評価
は、後期基本計画の策定につなげたい。

２つ目の表題「計画の実行性の確保」中の『実行性』と、すぐ後文中の『実効
性』は使い分けているのか。

●意図しない使い分けであったため、表現を統一又は修正する。

施策の評価
施策の管理と効果検証のためには、プロジェクトマネージャーを配置して、その
下の進捗管理を回していく必要がある。

●庁内では、施策の管理と効果検証のためのプロジェクトマネージャーの位置付
けになるのは副市長であり、進捗管理を適切に行うことにもより注力したい。

市民とのコミュニケーションは難しい。福祉は充実させたほうがいいかと訊かれ
たら、いいと応える。50年来池田に暮らしていて不自由を感じていないが、どう
ですかと訊かれるとけしからん、と実態に即さない反応が返ってくる。

●日頃から市民と顔を合わせて、コミュニケーションが取れる関係になることが
重要だと感じている。市民との密なコミュニケーションにより、より実態に即し
たご意見を頂戴できると考えている。

内部評価レベルでは、ポスト評価と生産量評価となる。アウトカム評価が必要
で、外部機関である審議会が当たるべきものかと思う。市の現状は？

〇内部評価は事務事業評価を行って、それを議会にお示ししている。評価を踏ま
えての見直しに不十分な面があると考えている。

事業単位で振り返り、総合的に評価するとあるが、ちょっと整理したほうがい
い。プロジェクトマネージャーとは俯瞰して見る人かと思うが、副市長が相当す
るか。

〇評価することが目標となっている面があり、テーマに即して重点化を図る。施
策単位の事業ごとの評価は、効果的な指標の設定が困難なものもあり、テーマご
とに評価することも検討したい。

この部会において、合理的な活動指標は何かということを検討することになるか
と思うが、職員も業務に追われているとなかなか意識が向かないが、総合計画策
定を契機として、有効な指標について考えてもらってもよい。

●単にアウトプットとなる指標を達成していくだけではなく、社会にとってどの
ようなことが有益になるのかという、アウトカムを考えることは重要だと考えて
いる。それを考えることで、市職員も何のために仕事をしているのかを理解する
ことにつながると思う。

施策毎の「めざす姿」の実現状況を確認するための指標（アウトカム指標、イン
パクト指標）は設定されるのか。おそらくは、市民意識調査の結果などが設定さ
れるかと思うのだが、その内容、具体的な目標値などは総合計画に掲載されるこ
とになるのか。また、市民意識調査の結果以外ではどのような指標を想定されて
いるか。

●ご指摘のとおり、アウトカム指標を設定することで、進捗状況を把握しやすく
なると思うので、具体的な目標値についても設定を検討したい。また、市民意識
調査以外では、総合計画と両輪をなす池田市国土強靭化地域計画や、総合計画関
連の深い第2期池田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標を用いることを想定
している。

各施策の評価をするうえで、「めざす姿」と「取組の方針」や具体的な取り組
み・事業の因果関係の整理が重要になると考えるが、「めざす姿」を実現するた
めの「取組の方針」はどのようなロジックで設定・整理されたのか。

●施策シートにおける「取組の方針」は、小施策として、これまでの取組や昨今
の社会状況等に鑑みて、特に重要と思われる２～４項目を掲載している。「めざ
す姿」との対応状況については、説得力に欠けないよう、「取組の方針」も含め
た両面から表現を調整しているところ。

目標に達するルートは多くあり、その中で実施するべきものを選択するわけだ
が、いずれのルートにも副作用があると思う。
その副作用が長期的には大きな問題に発展する恐れもある。
そこで、「めざすまちの将来像の実現に向けて、事業が効果的に展開されている
か」、「めざすまちの将来像により近づくために何が必要になるか」という当事
者の視点に加えて、「計画期間完了時やそのさらに先の池田市・池田市民から見
て、取り組みは適切であるか」というように、少し離れた視点、事業効率以外の
視点（持続可能性が重要課題なので、時間軸の変化）も加えてみてはいかがか。
見逃していた課題やより合理的な取り組み、想定していなかった価値観に気づく
可能性があると考える。

●将来の市民が納得できる結果をめざすという視点は重要なものと認識してい
る。評価手法の設計にあたっては、当事者目線での予測だけでなく、将来の視点
からの逆算など、それぞれの特性を踏まえて検討していきたい。

審議会による評価が追加されているが、従来もやっていたのか、新規に導入する
のか。

〇現総計は12年構想・12年計画であり、計画期末に実施していたところ。次期総
計は10年構想・5年計画で、前期・後期の節目に計画期末の審議会評価を行うこと
を書き加えたものである。

将来的な市民ニーズをどのように測定するかを、具体的に考えておくと、より良
い計画になる。

●将来を意識することは、総合計画にとって必要なことなので、5年後、10年後の
ために今できることは何かを意識した内容としたい。

施策評価のための指標の掲載は予定しているのか。市民が活動する上でも参考に
なる。

〇事業レベルで目標を設定して進捗を管理し、公開しているほか、施策レベルで
も評価するが、基本計画自体には掲載しないものと考えている。

●将来世代の立場に立って、都市経営を進めていくことが重要であると考えてい
る。社会システムや資本についても、人口や年齢構成が変わることを念頭に置い
て、再編・構築していくことが必要だと認識している。
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行政内部で、有効性指標の議論を深めて、できるだけアウトカムの指標を設定
し、アウトプット指標で代理する場合には、その妥当性の説明があるようにする
などが必要。

●アウトカム指標を設定することで、進捗状況を把握しやすくなると思うので、
具体的な目標値についても設定を検討したい。

ポピュリズムに陥ることなく、きちんとした公共的な目標指標を示すということ
に留意されたい。「何をつぶす」「何を残す」「何を将来世代のために先行投資
する」ということを決めるのに、叡智が必要な時代である。

●公共の福祉にとってどのような状態が有益かを留意し、指標を検討したい。

施策の重点化
人材や財源は無尽蔵ではない。企業内では、現在の仕事に充てている100のマンパ
ワーを50に減らして、50で新しいやっていきたいことに充てるというリソースシ
フトの議論をしている。

●自治体経営においても、すでに人材が減少しつつある中、これまで通りのやり
方で同じ仕事をすることは無理が生じているので、ご指摘のような議論を始める
必要があると感じている。

企業における文化的なリニューアルの努力について、職員研修など企業とのコ
ミュニケーションがあってもよい。

〇企業とのパートナーシップに関しては、一部協働事業をやっていこうという動
きが少し出てきている。総合計画の中では言及しにくいかと思う。

施策の重点化で、「限られた人材や財源を、重点的に取り組むべき施策へ配分」
ということであるが、本基本計画の中で施策ごとの重点度合いを表すことになる
のか。

●施策の重点化については、前期基本計画では、その必要性と考え方のみを記載
し、これに基づいて、毎年度の予算編成時に具体的な重点施策を設定していくこ
とを想定している。

施策の重点化については、財政的なことを度外視して、この施策は要る・要らな
いといった議論を実験的にやってみてもいい。

●新しいアイデアや前向きな意見が出てくることが期待できるので、職員研修で
若手職員に考えさせることも一案と考える。

「重点化」がどういうものかがわかるような記述が必要。
〇予算編成前に重点テーマを設定し、選択と集中を図って、翌年度の施政方針に
反映させ、議会にも説明し、テーマのもとでの評価を行うなどを考えている。
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第７次総合計画前期基本計画施策シート書き方チェックリスト（案） 

 

  チェック項目 

総論 

☐ 各シートにおける施策のレベル感は合っているか。 

論理性 

☐ 「現状と課題」は市としての問題分析をした内容になっているか。 

☐ 「取組の方針」は「現状と課題」で分析した問題を解決するためのプランと

なっているか。 

☐ 「取組の方針」と「市民の取組」を実践することで、「めざす姿」に近づくこ

とができる内容になっているか。 

☐ 数字（目標値や現状値）がないと分かりにくい、説得力に欠く、または数字

があることでより読みやすくなるかどうか検討したか。 

（バックデータが本文に入りきらない場合は資料ページに記載する） 

独自性 

☐ 一般論にとどまらず、池田市独自のことが書かれているか。 

将来性 

☐ 今後１０年間だけではなく、未来の池田市を見すえた内容になっているか 

公益性 

☐ 社会にとってどのような点が有益な施策か説明できるか。 

施策間の連携 

☐ 他部局と関連性の高い施策がある場合、それぞれのつながりを意識した

表現となっているか。 

まちづくりの進め方（施策を貫く横ぐし） 

☐ 「ＳＤＧｓの推進」に合致した施策になっているか。 

☐ みんなで取り組むまちづくりを意識した施策になっているか。 

☐ 持続可能な都市経営を実現することに寄与する施策になっているか。 

その他 

☐ 「です・ます調」ではなく「だ・である調」になっているか。 

☐ 同じ単語を多用していないか。 

☐ １文が２行以下（長くても３行）に収まっているか。 

☐ 簡単で分かりやすい文章になっているか。 

 

◆その他検討事項 

  「充実」は既存のもの、「図る」は新規のもの、その他、「優先」と「先行」の使い分

けといった凡例について 

  施策シート「市民の取組」の名称そのものを変える案と内容の充実 

例）「市民の取組」→「みんなで取り組むこと」について 

資料２－５



第７次総合計画前期基本計画における「まちづくりの進め方」に盛り込む取組とその推進の体系について（案）

（１）
地域分権の推進

① 地域分権制度の周知徹底

② 地域コミュニティ推進協議会の体制の強化

③ 地域に根差した地域分権制度の確立

① 地域住民のつながりの強化

② コミュニティの場の効率的な提供と運用

① 自立化に向けた支援体制の充実

② 公益活動の連携、ＰＲと参加者の拡大

第４章 みんなでつくる分権で躍進するまち

第６章 行財政改革を推進し希望を持てるまち

（２）
コミュニティの

活性化

（３）
公益活動の促進

（１）
開かれた
市政の推進

① 開かれた市政の推進

② 広報機能の充実

③ 広聴機能の充実

④ 情報公開などの充実

（２）
健全な

行財政運営の推進

① 行政の効率性と財政の健全化の確保

② 歳入の確保

③ 活力ある組織づくりと適正な人事管理

① 他市町との連携の強化

② 国や府との協力関係の強化と役割分担

（３）
広域行政の推進

（４）
情報通信
技術の活用

① 情報システムの機能強化

② 行政情報の活用の高度化

③ 情報セキュリティ対策の高度化

（２）みんなで取り組むまちづくり

まちづくり活動の支援と
つながりづくり

情報の収集・発信と多様な主体の
まちづくりへの参画の促進

新たな行政需要への対応

広域行政の推進

公共施設等のマネジメント

・庁内外へのＳＤＧｓの理解、浸透及び定着の推進
・各種計画の策定や施策の展開に際してのＳＤＧｓとの関連付け
・ＳＤＧｓの達成に向けた分野横断的な共創ネットワークの構築
・２０３０年以降にめざすべきまちの姿の追求

・他市町との連携の強化
・国や府との連携や役割分担

（３）持続可能な都市経営

・広報・広聴機能の充実
・市政への市民参画の機会の充実
・幅広い主体との連携・協働の推進

・公共施設等の適正な配置

・行政の効率性と財政の健全性の確保
・歳入の確保
・活力ある組織づくりと適正な人事管理
・自治体ＤＸの推進

（１）ＳＤＧｓの推進

（参考）第６次総合計画基本計画
第７次総合計画前期基本計画

（まちづくりの進め方）

行財政改革指針（１２年間）

行財政改革推進プラン（４年間×３期）

アクションプラン
（２０２３～２０２７年度）

計画の策定や予算の編成など
あらゆる場面でその理念を反映

第１章、第２章、第３章、第５章

実施計画（４年間×３期） ・地域住民のつながりの強化
・コミュニティの場の効率的な提供と運用
・公益活動の促進

資料３－１
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はじめに 
 
 
 
 本市では、景気の急激な悪化等による危機的な財政状況を打開すべく、平成

９年をみなおし元年として、改革に次ぐ改革を実施してきた。その結果、財政

再建（再生・健全化）団体に陥ることなく、また、市民サービスを低下させる

ことなく市政運営を継続してきている。具体的には、平成１０年度の経常収支

比率１１２．０％が、平成２２年度には９３．１％、平成 9 年度の人件費総額

１００億円が、平成２２年度には６２億円となり、行財政改革の効果が着実に

現れている。これはひとえに、市民の理解、協力のもと、市議会、行政が一丸

となって市民に軸足を置いた市政を進めてきた証である。 
 
 しかし、この１４年の間で市税収入はピーク時には、年間１９５億円であっ

たのが、今や１６０億円となり、先行きには不透明感がただよっている。また、

市税収入が１５０億円台に落ち込むことさえ十分に考えられる状況である。 
 

今、本市に課されていることは、さらなる税収への落ち込みが進んだ場合に

も、着実な市政運営を行うことのできる行政体質への転換である。 
 

 そのためにも、これまで同様、「民間でできることは民間で行う」ことを念頭

に行政のスリム化を図り、「池田市みんなでつくるまちの基本条例」に基づく、

市民、市議会及び行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、「全国初・

池田発」の地域分権制度を推進し、基礎自治体として新しい民と官との連携の

あり方を確立することが大事である。 
 
 そこで、本市の行財政改革についての考え方及び第６次池田市総合計画期間

中における基本的方向性を示すとともに、今後とも行財政改革を継続的に断行

していく意志を示すため、ここに「池田市行財政改革指針」を定めるものであ

る。 
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第１章 みなおし元年（平成９年）からの行財政改革の考え方 
 
 平成９年に始まる本市の行財政改革はこれまで大きく２つに分けられる。 
 第１期は、平成９年度から平成１８年度までの期間であり、「池田市行財政み

なおし推進計画～みなおしʼ ９７～」（平成８年１２月策定）、「新行革大綱」（平

成１２年８月策定）、「新行革大綱アクションプラン」（平成１５年５月策定）に

よる取組を行った１０年間である。 
この時期は、財政危機からの建て直しとともに、直面する財政再建団体へ陥

る危険性からの回避のため、喫緊の課題から、即効性のある課題に着手し、効

果をあげた。 
 
続く第２期は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間であり、「池田市

行財政システム改革プラン」（平成１８年３月策定、平成２１年３月中間見直し）

による取組の時期である。 
プラン自体は、直面する財政危機を回避するだけでなく、中長期的な展望に

立ち、よりスリムで効率的な市政を実現し、人口減少時代に対応できる安定的

な行政組織の基礎を確立するために策定したものであり、あわせて「池田市み

んなでつくるまちの基本条例」に基づくまちづくりの推進のため、市民、市議

会そして行政がまちづくりの基本理念を共有し、お互いに協力してまちづくり

を行うことを求めるものであった。 
「池田市みんなでつくるまちの寄付条例」を制定するなど新たな歳入の確保

や指定管理者制度導入施設の拡大、下水道事業の地方公営企業法全部適用化等、

行財政の仕組みそのものを変革することに主眼を置いた取組を行った。 
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第２章 みなおし元年（平成９年）からの行財政改革の効果 

【第１期】平成９年度～平成１８年度 
 「池田市行財政みなおし推進計画～みなおし ９７～」ʼ （平成８年） 
 「新行革大綱」（平成１２年）    
 「新行革大綱アクションプラン」（平成１５年） 
 

数値目標額 ①経費の削減 ２２０億円  
②職員数の削減１８０人 

  
① 経費の削減 

 
平成９年度から平成１８年度までの計画期間における経費削減効果は下表の

とおりであり、目標の２２０億円に対し２２４億円近くの効果を上げることが

できた。 
                          （単位：百万円）   

９～18 年度 
       年 度 

区 分  

９～11 年度 

累計額 

９～14 年度 

累計額 累計額 目標額 達成率 

みなおし ９７ʼ  2,353   5,259  9,136  9,000 101.5％ 

新行革大綱 － 3,240  9,200  9,000 102.2％ 

アクションプラン － － 4,051  4,000 101.3％ 

合 計 2,353   8,499  22,387  22,000 101.8％ 

 

② 職員数の削減 

 

 計画開始の平成９年４月１日現在には９９１人であった一般会計職員数（実

数）が、平成１８年４月１日現在では２０８人減の７８３人となり、平成１２

年度にスタートした介護保険特別会計（一般会計から移行）の１３人を除いて

も９年間で１９５人の職員を削減し、目標である１８０人を上回る成果を収め

た。 
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           年 度 

区 分 
９～11 年度 12～14 年度 15～18 年度 計 

みなおし ９７ʼ  ５％（50 人） ― ― ５％（50 人） 

新行革大綱 ― ５％（50人） ５％（50 人） 10％ (100 人) 

アクションプラン ― ― ３％（30 人） ３％（30 人） 

目 
 

標 

計 ５％(50 人) ５％(50人) ８％(80 人) 18％(180 人) 

実 績 6.9％(68 人) 6.2％(61 人) 8.0％(79 人) 21.0％(208 人)

 

【第２期】平成１８年度～平成２２年度 

「池田市行財政システム改革プラン」（平成１８年） 
 
数値目標額 ①経常収支比率９０％台  

②職員数１５８人削減（対平成１８年度比１８％削減） 
③人件費総額（退職手当を除く）７０億円以下 

  
① 経常収支比率 
  

経常収支比率は、平成１７年度には１０３．０％であったのが、平成２０年

度に９７．９％と１００％を切るものとなり、早々と目標を達成した。さらに

平成２２年度においては、９３．１％となり、財政構造の弾力性が好転した。 
「経常収支比率」とは、財政構造の弾力性を表す指標で、この比率が高いほど投資的経費等の

臨時的経費に使用できる一般財源が少なく、財政構造が弾力性を失っていることを示す。地方税、

普通交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源（経常一般財源）が、人件

費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費にどれくらい充当されているかを見

ることで、財政の健全性を判断できる。 

                                 
経常収支比率の推移                         （単位：％） 

年 度 17 年度（参考） 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

実 績 103.0 101.3 101.7 97.9 98.5 （※）93.1

（※）２２年度経常収支比率は速報値 
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② 職員数の削減  
 
平成１８年４月１日現在８８０人であった全職員数（企業会計を除く）が、

平成２２年４月１日現在では１８０人減の７００人となっており、平成２１年

度の上下水道部門の統合に伴う特別会計から企業会計への２０人の移行分を差

し引いても１６０人と、目標である１５８人を上回る削減となった。 
年 度 17 年度 

（参考） 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 対 18 年度

計 画 ― 888 人 860 人 813 人 719 人 702 人 △186 人

実 績 915 人 880 人 836 人 792 人 720 人 700 人 △180 人

 
③ 人件費総額 
 
 平成２２年度時点で７０億円以下を目標としていたが、平成２０年度以降は

目標数値を達成しており、平成２２年度では６２億６０００万円であった。 
                                （単位：百万円） 

年 度 17 年度（参考） 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

実 績 7,716 7,572 7,410 6,984 6,490 6,260
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第３章 行財政改革のあり方（市政における行財政改革の位置付け） 

 
Ⅰ 行財政改革は恒常的な取組 
 
 施策を実行するための財源を確保するために必要なことは、「入るを量りて出

ずるを制する」ことであり、すなわち歳入の確保と歳出の抑制をいかに行うか

ということである。 
 行財政改革においては、歳入の確保にも当然取り組むが、何より歳出を抑制

するために、緊急性、必要性、効果性を考慮しながら、限られた財源の中で市

民ニーズに沿った運用を行うために、事務事業の改善、スリム化を図ることと

なる。 
 地方自治法第２条第１４項に「地方公共団体は、その事務を処理するに当っ

ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにしなければならない。」とあるように、仮に財政的に好転の兆しが見られ

たとしても、地方自治体は行財政改革を常に行わねばならないのである。 
行財政改革は、地方自治体における永遠の課題だといえる。 

 
① 取組期間は第６次池田市総合計画期間中の１２年間 
   
 本市のこれまでの行財政改革が２期に分けられることは、前述したとおりで

ある。 
そして第３期として、第６次池田市総合計画の期間である平成２３年度から

の１２年間を取組期間とし、当指針に基づいて策定される行財政改革のプラン

により改革を行うこととする。 
「市民の意識改革」を主眼に置き、地域分権をより地域に根付かせ、市民が

「自分たちのまちは自分たちでつくる」という合言葉のもと、まちづくりに取

り組むことが肝要と考えており、新たな民と官との連携の仕組みづくりを行い、

これまで市が担っていた事業についても市民の手により効率的な執行がなされ

るものを期待するものである。 
また、「民間でできることは民間で行う」という考えのもと、徹底したアウト

ソーシングのほか、これまでの積み残し課題にも取り組んでいく。 
 
② ニーズの複雑化・多様化と行政の役割の変化 
 
 社会経済情勢の変化に伴う個々人の価値感の多様化等により、行政へのニー
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ズも複雑化・多様化し、また、平成不況の経済低成長時代においては、市民の

価値観にも変化が見られ、「モノ」「カネ」から「良好な環境」「健康」など内面

的な価値をより重視する方向へとシフトしてきた。 
他方、ボランティアや営利・非営利を問わず様々な法人の活動が活発となり、

行政の役割にも変化が見られるようになってきている。 
このため、行政は、今までのような行政サービスの直接の提供という役割か

ら、各種の主体と協働して、市民の複雑かつ多様な公共的ニーズを総体として

保障していく方向へと転換してきているのである。 
 そして、こういった社会情勢の中で、今や新たな民と官との連携が求められ

ているのである。 
 
③ 市民との信頼関係の確立のため、開かれた市政を推進 
 

まちづくりを進めるに当たっては、「主役は市民、行政はコーディネーター」

であるという認識が市民・行政ともに求められる姿勢である。まちづくりは市

民の声にまず耳を傾けることから始まり、あわせて市民のまちづくりへの主体

的な参加を基礎に置くものである。 
本市では、市民のまちづくりへの主体的な参加を可能とするため、平成１７

年１２月に制定した「池田市みんなでつくるまちの基本条例」により市民、市

議会、行政の協働によるまちづくりの必要性を位置付け、さらには、平成１９

年６月に制定した「池田市地域分権の推進に関する条例」に基づき、地域分権

を推進しているところである。 
 そして、こういった仕組みづくりを進めるうえで、求められているのが市民

と行政との間での信頼関係の確立であり、そのためには開かれた市政が必要不

可欠である。 
本市ではこれまで、「池田市情報公開条例」の施行、各種審議会等の委員の一

般公募、審議会等の公開さらにはインターネットや広報誌による情報提供、パ

ブリックコメント制度の確立等、開かれた市政に取り組んできているところで

あり、今後も推進していくものである。 
 

④ 市民ニーズの的確な把握と応答 
 
 本市が「世界に誇れるまち」たるには、開かれた市政を推進するとともに、

行政が複雑化・多様化する市民ニーズを的確に吸い上げ、それに応えうる質と

内容を有するサービス提供が必要であり、そして何よりもそれを受け入れるべ

き行財政上の体制を確固たるものにする必要がある。そのためにも、行財政改
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革は必要不可欠である。 
 
⑤ 徹底した事務事業の見直し 
 

これまでのような市有地の売却や基金の取崩し等の臨時的財源に頼る財政運

営は限界に来ている。今後は、財源の確保に努めるとともに、経常事業に係る

事務事業等は、行政評価システム等を活用し、市民ニーズに応えられるよう徹

底した見直しを行う。 
また、事務事業の効率化を図った上で、経費削減を行い、足らずの部分は人

件費の削減を求め、聖域なく経費を見直していくものである。 
 
Ⅱ 行財政改革は総合計画の確実な実施のため必要財源を確保する取組 
 
 本市では、平成２３年度から平成３４年度を目標年度とした第６次池田市総

合計画に基づく施策の実施に取り組んでおり、平成２６年度までに行う施策に

ついては、第１期実施計画によりその取組内容を明らかにしている。 
さらに、４年間ごとの具体的なプログラムである第２期実施計画、第３期実

施計画を実施していく中で、各実施計画の事業を遂行するため、行財政改革を

恒常的に実施し、必要な財源を確保することが必要となる。加えて、長期の市

の目標を定めた第６次池田市総合計画の柱の１つである「第６章行財政改革を

推進し希望の持てるまち」を実現するための基本的な方向性を示し、総合計画

の期間（１２年間）における行財政改革の実際の取組の大枠を定めるものとし

て当指針を位置づけるものである。各実施計画の事業を遂行し、財源確保のた

め、具体的な行財政改革の実施プログラムを各行財政改革のプランに落とし込

むものである。 
 各行財政改革のプランでは、第６次池田市総合計画及び実施計画と連動し、

各期の計画事業を確実に遂行する上で必要な財源を確保するものであり、将来

世代に負担を残さないため、プランに基づく実施プログラムを行うことで行財

政改革を着実に行うものである。 
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第４章 行財政改革のプラン策定に当たっての留意点 
 

① これまでの行財政改革との継続性 
 

本市における行財政改革を第１期、第２期、第３期と区分することができる

が、そのめざすものに変わりはない。常に念頭にあるのは、「小さくとも世界に

誇れる池田」であるために、市民ニーズにいかに応え、活力と創意のあるまち

づくりをいかに推進し、市民が住み続けたいまちとしてあるべきためにはどう

すればよいか、ということであり、その思いは第３期の行財政改革期間を担う

新たな行財政改革のプランにも脈々と受け継がれていくものである。 

 すなわち、行財政の見直しは、まちの活性化へと展開されるべきものであり、

常に「明日の池田」を念頭に置いたものと捉えている。 
 そして、「住み続けたいまち」であり続けるためにも、今後ますます複雑化・

多様化するであろう市民ニーズに的確かつ迅速に応えていくだけの基礎体力が

必要であり、そのためには行財政改革が不可欠なのである。 
 
② 地方分権から地域分権へ 
 
 ところで、平成７年５月には「地方分権推進法」が制定されたが、これはま

さに時代が「集権と画一」から「分権と多様」へと変革していく流れを象徴す

るものであった。また、人々のニーズがハード面からソフト面への重視へと移

行し、生活環境、福祉施策等、きめ細やかな質的充実が求められるようになっ

てきた時代であった。 
 そのような中、本市においても、一地方自治体として地方分権改革に取り組

むこととなる。そして、１０万都市としての基礎的自治体のあり方を模索する

中で、本市では地方分権改革の最終目標として“地域分権”制度の確立をめざ

している。 
 地域分権は「全国初・池田発」の制度であるが、制度発足から５年目を迎え、

より制度を充実させるべく、「自分たちのまちは自分たちでつくる」を合言葉

に地域住民の声を市政に反映させるだけでなく、その担い手も地域に委ねよう

とするものである。 

 
③ 財政見通しと行財政改革  
 

平成３４年度までの１２年間における行財政改革のプランは、第６次池田市 
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総合計画及びその進行管理のための第１期～第３期実施計画と連動し、かつ、

これらを確実に実行するために必要な取組として適宜策定するものである。 
策定に当たっては、財政推計、収支見通し等の財政見通しにより、将来に向 

けてどれほどの財源を確保しておくべきかを考慮することが必要不可欠である。 
加えて、平成２３年３月に発生した東日本大震災に係る政府の地方財政対策

に伴う影響のように現時点においては見通しが困難な要素についても考慮しな

ければならない。 
その他予期し得ない収入減少や不時の支出増加等に備え弾力的な財政運営を 

行うためには、財政調整基金※への積立て等を不断の取組として実行するととも

に、臨時的な財源に依拠しない体制を整えることが大切であり、そのためにも

恒常的な行財政改革を行うことが必要であるという視点を忘れてはならない。 
※ 年度間の財源の不均衡をならすための積立金で地方財政法で設置が義務づけられてい

る。取り崩せるのは、財源不足時の穴埋め、災害時、緊急に必要となった公共事業等に

限られている。 
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第５章 行財政改革の指針 

 
① 行財政改革の基本的方向 

 

 第３章でも述べたが、行政には、厳しい財政状況のもとであっても、限りあ

る財源や、かけがえのない人的資源を最大限有効に活用するとともに、行政の

透明性の確保による市民との信頼関係の確立、多様な公共的ニーズの的確な把

握による質の高い行政サービスの提供など、今後のあるべき姿の実現のため、

常に新たなる施策を展開し続けていくことが求められており、行財政改革はそ

のための方法論として位置付けられるものである。 

なお、当指針は第６次池田市総合計画期間中（平成２３年度～平成３４年度）

の行財政改革の指針とするものであり、次期プラン（平成２７年度～）以降も

当指針を念頭に、各実施計画と連動して策定し、行財政改革を行っていくもの

である。 
 
② 行財政改革でめざす姿 

 

（１）「池田市みんなでつくるまちの基本条例」に基づくまちづくりの推進 
  市民、市議会、行政がまちづくりの基本理念を共有し、活力に満ちた地域

社会を実現するため、協働により行う新たな民と官との連携に基づくまちづ

くりを推進する。 
 
（２）安定した行財政基盤の確立 

この１６年間を振り返ったとき、市税収入はピーク時から３５億円落ち込

み、今や年間１６０億円となっている。そのうえ、今後の景気の回復も見通

しが立ちにくく、市税収入がさらに減少してしまう可能性もある。 
そのため、今後もよりスリムで効率的な市政の実現をめざし、市税収入が

恒常的に１６０億円であっても市民サービスを低下させることのない、効率

的な行財政運営を可能とする仕組みづくりに取り組む。 
 
 

（３）アウトソーシングの促進 
「民間でできることは民間で行う」という考えのもと、徹底したアウトソ

ーシングに取り組むとともに、地域分権をより地域に根付かせ、市民が「自

分たちのまちは自分たちでつくる」という合言葉のもと、まちづくりに取り



 - 12 - 

組んでいただけるようにする。 
 

③ 行財政改革における重点事項 
 
 第６次池田市総合計画計画期間内の１２年間に実施する行財政改革の重点事

項をここに規定する。第６次池田市総合計画の基本計画において６つのまちづ

くりの基本目標を定めているが、その基本目標の１つとして「行財政改革を推

進し希望の持てるまち」を実現するため、下記の４施策に取り組む。 
 この４施策は、今後の行財政改革の改革のポイントとなるものである。 
 なお、行財政改革のプランは、当指針に基づき策定するものであるが、各々

のプランで４年ごとの目標を定めるものとする。 
 
（１）開かれた市政の推進 
  池田市流のまちづくりを進めるに当たっては「主役は市民、行政はコーデ

ィネーター」という役割分担が求められる。そして、市民の主体的なまちづ

くりへの参加を促進するためには、市民からの信頼が不可欠である。そのた

めにも、市の保有する情報を積極的に市民に提供していく必要がある。 
 
（２）健全な行財政運営の推進 

平成２２年度は、臨時的財源に頼ることなく形式収支を黒字化することが

できたが、恒常的なものでは決してない。そのため、平成２３年度に策定す

る新たな行財政改革のプランにおいても、財源の確保に努めるとともに、職

員数削減をはじめとする人件費の抑制と事務事業の徹底した見直しなどによ

り財政の健全化を推進する。 
また、サービスの質の低下を招くことのないよう市民目線に立ちながら、

「民間でできることは民間で行う」とともに、市民、市議会、行政の協働に

よるまちづくりを推進し、さらには地域分権をより根付かせることで、行政

は、行政でなければできないことを行う組織となるよう努める。 
  
  具体的な取組を以下に示すものである。 

ア．事務事業改革 
経常事業等は、行政評価システム等を活用し、市民ニーズに応えられるよ

う徹底した見直しを行い、事業の効率化を図る。さらにスクラップアンドビ

ルドにより新しい政策を実施する。 
イ．公共施設改革 

公共施設の管理運営方法について検討し、市民ニーズに合った施設の有効
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活用を図るため、施設の統廃合を含めた取組を行う。 
ウ．外郭団体改革 

人的、財政的支援を行っている外郭団体については、各団体ごとに今後の

役割及び縮小整理統合を検討し、また、平成２５年１１月を期限とする公益

法人制度改革に向けた取組を行う。 
エ．歳入の確保 

使用料・手数料の受益と負担の適正化を定期的に検証する。また、公平性

の観点から税金等の滞納対策を強化するとともに、あわせて、広告モニター

の設置といった新たな収入確保策にも取り組む。 
 オ．受益者負担の適正化 
  行政サービスの公共性の程度に基づいて、税で負担すべき部分と利用者が

負担すべき部分との均衡を考慮しつつ、税で負担しなければならない対象者

を明確にし、特定の者が行政サービスを利用し受益関係が生じる場合、利用

する者と利用しない者との負担の公平を図り、受益に応じた負担を求める。 
カ．人件費改革 

平成２２年度の退職手当を除く人件費総額は、６２億６０００万円であり、

平成９年度には１００億円超であったことを考えると実に４割もの削減を達

成したことになる。近年、人件費比率が２０％前後で推移しているのは、直

営事業の見直しを含めて定員削減への取組を行った成果といえる。 

しかしながら、今後とも人件費総額の削減については継続的に取り組んで

いくことに変わりはない。税収の伸びが見込み難く、生活保護等に係る扶助

費も年々増加の傾向にあるため、今後の国の社会保障制度の動向を注視しな

ければならない状況を勘案するならば、義務的経費を抑えるためには人件費

をいかに抑えるかしかなく、職員給与の独自削減について再度検討せざるを

得ない状況にある。 

キ．人事管理改革 
職員規模については、本市における事務事業を効果的、効率的に処理する

ために必要な職員数を割り出し、かつ適正に配置する定員管理を行うことに

より、全体としての定員を抑制し、少数精鋭の中で行政需要に的確に対応し

ていく。そのためにも、研修の充実等により職員の能力を計画的に向上させ

るとともに、適材適所の配置により効率性を高める。 
  また、人事評価制度の活用等により、職員の意識改革を図る。 

ク．組織機構改革 
市民ニーズと行政課題に機能的、効率的に対応できる組織体制の整備を図

る。また、新たな市民ニーズにも即応できるよう、必要に応じて部局間を横

断した庁内プロジェクトを充実する。 
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ケ．民間活力の有効活用 
「民間でできることは民間で行う」という考えのもと、行政の担うべき役

割を再考し、施設管理だけでなく、内部の総務事務や定型的業務についても

検討を行い、徹底したアウトソーシングに取り組む。 
 
（３）広域行政の推進 
  厳しい財政状況の中、国・府からの権限移譲が進められるなど、市が担う

べき役割が拡大している。また、交通手段の発達等により、地域住民の生活

圏が拡大され、行政区域を超えたサービスが求められている状況を踏まえ、

そのニーズに効率的に対応するため、広域行政を推進する。 
 
 
（４）情報通信技術の活用 

電子自治体の構築のため、情報通信技術の便益を最大限に活用した各種行

政手続の電子化を推進し、行政サービスの利便性の向上を図る。 
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